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練 
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改
造 

               

 

○ 総合漏えい監視盤模擬盤の設置 
○ ナトリウム緊急ドレン機能の追加 

○ シミュレータ計算機の更新 

○ 性能試験結果の反映(40%出力) 
○ ナトリウム漏えい模擬映像表示機能の追加 

○ 現場盤のバーチャル化 

表 4.1.3-14 教育・訓練内容及びシミュレータ設備改善

○ 漏えい事故詳細教育追加 
○ 安全評価教育追加 
○ 所内規定教育追加 
○ 法令教育追加 
○ 現場実技訓練追加 
○ 異常時模擬訓練追加 
○ 直内研鑽会追加 
▼ ナトリウム取扱い消火訓練頻

度見直し 
○ 直内研鑽会（反復教育）追加 
○ 基礎教育追加（CAI の導入） 

○ 当直長セミナー追加 
○ 運転管理者教育追加 
○ 巡視点検実習追加 
○ 巡視点検直内実習追加 

※FBR サイクル総合研修施設研修開始 

○ 異常時Ⅱ教育開始 

○ 運転責任者コース追加 
▼ナトリウム漏えい訓練方法の 
見直し 

○リフレッシュ訓練追加 
▼直内連携コース訓練方法の

見直し 

○異常時Ⅱ教育開始 
○直内連携コースに

プラント起動・ 
停止操作訓練追加 

○ 地震対応 
訓練追加 

○ 火災報知盤模擬盤の設置 
○ 送電盤，換気空調盤模擬盤の設置

○ 中央計算機模擬 
計算機の更新 

○インストラクタ機能の高度化 

○消火設備 
取扱訓練追加 

○ 
現場実技訓練

に「1 次系フィ

ルタ分析」追加 
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注 1)          部は、作業班を示す。  

センター現地本部 

～ 高速増殖炉研究開発センター ～ 

    

  

 

 

 

  情 報 班        ： 情報の集約、敦賀対策本部との連絡 

 (情報専任者) 

  総 務 班        

   庶 務 班  ： 情報の周辺監視区域内周知、支援要員の受入対応 

   （車 両）  ： 緊急車両の準備 

   （警 備）  ： 周辺監視区域構内の警備 

  記録資材班 

   （記 録）  ： 時系列の記録 

   （資 材）  ： 資機材の調達 

  避難救急班 

   （避難誘導） ： 避難誘導 

   （救助救急） ： 救急処置、救急車の手配 

 

  対外対応班 

   通 報 連 絡班       ： 関係機関等への通報連絡 

   渉  外  班       ： 地元自治体等への説明、視察者等の対応 

   報告書作成班 ： 法令、協定に基づく報告書の作成及びＦＡＸ送信 

   Ｑ ＆ Ａ 班       ： 質疑応答用資料の作成 

   プレス対応班 ： 報道対応、情報公開対応   

 

  消 防 班        ： 消防活動 

  放射線管理班  ： 放射線状況の調査 

  運 転 班        ： プラントの運転 

  補 修 班        ： プラントの補修 

  技 術 班  ： 事故拡大防止策の検討 

対 策 組 織 別表－１ 

1
2
 

～ 敦賀本部 ～ 

敦賀対策本部 

 情 報 班： 情報の集約、本社等との連絡、時系列作成 

 広 報 班： 報道機関対応、東京事務所報道Grとの調整 

 総 務 班： 要員及び資機材提供に関する事業所間調整 

 地域対応班： 地方自治体、地元住民等への情報提供 

 資材調達班： 支援用資機材の調達 

 厚生医療班： 緊急医療支援、宿泊手配、労基署対応 

本部長： 敦賀本部長 

～ 東京事務所 ～ 

東京支援班 

東京地区の対応 

班長：安全統括部長が指名する者

～ 本 部 ～ 

機構支援本部 

東海地区の対応 

本部長： 安全統括部長 

～ 発災元以外の事業所等 ～ 

支援本部 

支援者の派遣等 

本部長： 事業所等の長 

本部長： 所  長 

原子炉主任技術者 

 

（副所長、部長、室長、センター付、部付及びその他所長が指名した者）

・本部長の補佐、災害対応の専門家としての進言 

・対応職員の行動の確認及び本部長への助言（危機管理専門職） 

本部長スタッフ 
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もんじゅにおける通報連絡体制の改善状況 
平成７年ナトリウム漏えい事故前 平成７年ナトリウム漏えい事故後 現在（平成２２年１月末） 

〔もんじゅ側の連絡体制〕 
 １．所長は事故が発生した場合、施設を所掌する本社の部長（以

下「本社担当部長」）の指示を受けて事業所関係機関への第

一報を行う。 
 
 ２．所長は、以下の各号に掲げる場合は、本社担当部長及び安

全部長に通報した上で事業所関係機関に連絡することがで

きる。 
 （１）停電、落雷、地震等の外部要因により、原子炉施設の運

転が停止した場合の第一報 
 （２）計画外に原子炉又は発電が停止した場合の第一報 
 
 ３．所長は、以下の各号に掲げる場合であって、緊急止むを得

ない必要がある場合があるときは、本社担当部長の指示を待

たずに事業所関係機関へ事故の状況を連絡することができ

る。 
 （１）地震、火災その他の災害により、放射性物質等及び原子

炉による災害が発生するおそれがある場合、又は発生した

場合の警察官又は海上保安官への緊急連絡 
 （２）火災等による消防車の手配に関する連絡 
 （３）救急車の手配に関する連絡 
 （４）放射性物質等の盗取又は所在不明 
 （５）妨害破壊行為 
 
 ４．事故発生時の事業所関係機関への第一報は、ＦＡＸ又は電

話により行う。 
 
 
〔本社側の連絡体制〕 
 １．本社における本社関係機関との連絡に関係する責任者は、

本社担当部長及び安全部長とする。 
  
 ２．本社関係機関への第一報は、本社担当部長及び安全部長が

行う。 
 

〔もんじゅ側の連絡体制〕 
１．所長は、事故が発生した場合の第一報を行う責任者として、

時間内連絡責任者及び時間外・休日祭日の連絡責任者（以下

まとめて「現地連絡責任者」）をあらかじめ指名する。 
 
 
 
 
 
 
 ２．現地連絡責任者は、所長の指示を待たずに自らの判断で事

故発生時における事業団外部関係機関へ第一報を行う。 
 
 ３．事故発生時の事業団外部関係機関への第一報は、ＦＡＸ及

び電話により行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔本社側の連絡体制〕 
１．本社担当部長及び安全部長は、時間内連絡責任者及び時間

外・休日祭日の連絡責任者（以下まとめて「本社連絡責任者」）

をあらかじめ指名する。 
  
 ２．本社連絡責任者は、現地連絡責任者からの第一報を受信し、

本社関係機関への本社からの第一報、本社担当部長、本社内

関係機関への連絡を行う。 
 
 

〔もんじゅ側の連絡体制〕 
１．所長は、事故が発生した場合の第一報を行う責任者として、

時間内連絡責任者及び時間外・休日祭日の連絡責任者（以下

まとめて「現地連絡責任者」）をあらかじめ指名する。 
 なお、従来、時間外連絡責任者は、もんじゅに宿直とし、

時間外連絡責任者と機構外部関係機関への連絡を分担する

連絡補助者５名を自宅待機の体制としていたが、平成２０年

４月には、更に連絡補助者１名を宿直させ、事故時には時間

外連絡責任者の補助ができるよう２名の宿直体制とした。 
 
 ２．現地連絡責任者は、所長の指示を待たずに自らの判断で事

故発生時における機構外部関係機関へ第一報を行う。 
 
 ３．事故発生時の機構外部関係機関への第一報は、ＦＡＸ及び

電話により行う。 
 
〔敦賀本部側の連絡体制〕 
１．安全品質推進部長は、事故が発生した場合の第一報を行う

責任者として、時間内連絡責任者及び時間外・休日祭日の連

絡責任者（以下まとめて「敦賀本部連絡責任者」）をあらか

じめ指名する。 
 
 ２．敦賀本部連絡責任者は、現地連絡責任者からの第一報を受

信し、機構外部関係機関への敦賀本部からの第一報、本部安

全統括部長、本部内関係機関への連絡を行う。 
 
 
 
〔本部側の連絡体制〕 
１．本部安全統括部長は、時間内連絡責任者及び時間外・休日

祭日の連絡責任者（以下まとめて「本部連絡責任者」）をあ

らかじめ指名する。 
  
 ２．本部連絡責任者は、現地連絡責任者からの第一報を受信し、

安全統括部長、本部内関係部署への連絡を行う。 
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原子炉施設保安規定 第 34条改正前後比較表 

^

平成É 年 ２月É-日版 改 正 版 備 考 

(ナトリウムの漏えい監視) 
第�[条 原子炉の状態が運転、起動、停止、低温停止及び燃料交換において、ナトリウムの漏えい監
視は別表 34-1 で定める事項を運転上の制限とする。 

 
２ ナトリウムの漏えい監視が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号
を実施する。 

(1) 当直長は、原子炉の状態が運転、起動、停止、低温停止及び燃料交換において、ナトリウムの漏
えいがないことの確認を、別表 34-1 に示すナトリウム漏えい監視装置により、連続して行う。 

 
３ 当直長は、ナトリウムの漏えい監視が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した
場合、別表 34-2-1、別表 34-2-2 又は別表 34-2-3 の措置を講じるとともに、発電課長に連絡する。
連絡を受けた発電課長は、別表 34-2-1 又は別表 34-2-2 の措置を講ずる。 

 
別表�[－１ ナトリウム漏えい監視の運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

ナトリウム漏えいがないこと＊２＊３ 

１次冷却系設備、
１次メンテナンス
冷却系設備 

(1)ナトリウム漏えい検出器 
(2)タンク、容器等のナトリウム液位計 
(3)雰囲気温度、圧力計 
(4)放射線線量率計 

２次冷却系設備、
２次メンテナンス
冷却系設備 

(1)ナトリウム漏えい検出器 
(2)火災感知設備（煙感知器） 

ナトリウム漏
えい監視＊１ ナトリウムの漏

えい監視装置 

炉外燃料貯蔵設備 
(1)ナトリウム漏えい検出器 
(2)火災感知設備（煙感知器） 
（空気雰囲気室のみ） 

＊１：ナトリウムが充填されていない部位は、運転上の制限を適用しない。 
＊２：ナトリウムサンプリング装置からの漏えいの場合、運転上の制限を適用しない。 
＊３：漏えいがないこととは、漏えい警報が発報していない又は発報した場合に、誤報が明ら

かな場合をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(ナトリウムの漏えい監視) 
第�[条 原子炉の状態が運転、起動、停止、低温停止及び燃料交換において、ナトリウムの漏えい監
視は別表 34-1 で定める事項を運転上の制限とする。 

 
２ ナトリウムの漏えい監視が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号
を実施する。 
(1) 当直長は、原子炉の状態が運転、起動、停止、低温停止及び燃料交換において、別表 34-1 に示
すナトリウム漏えい監視装置により、連続して、ナトリウムの漏えいがないことを確認する。 

 
３ 当直長は、ナトリウムの漏えい監視が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した
場合、別表 34-3-1、別表 34-3-2 又は別表 34-3-3 の措置を講じるとともに、発電課長に連絡する。
連絡を受けた発電課長は、別表 34-3-1、別表 34-3-2 又は別表 34-3-3 の措置を講ずる。 
 

別表�[－１ ナトリウム漏えい監視の運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

ナトリウム漏えいがないことß àßÉàß� 
ナトリウム漏えい
監視 ナトリウムの漏えい

監視装置 
別表 34-2-1、34-2-2 及び 34-2-3 に示すナトリウムの漏えい
監視装置が動作可能であることß àß[àßqàß(àß-àß4àßá�  

＊１：ナトリウムが充填されていない部位は、運転上の制限を適用しない。 
＊２：ナトリウムサンプリング装置サンプリング管接続部の漏えいの場合、運転上の制限を適用しない。 
＊３：漏えいがないこととは、ナトリウムの漏えい監視装置の漏えいを示す警報（以下、「警報」とい
う。）が発報していない、又は警報が発報し、当直長があらかじめ定められた手順により明らかに
誤警報と判断できる場合をいう。   

＊４：第��条第１項で定める運転上の制限の適用をうけるナトリウムの漏えい監視装置については、
第��条に従う。  

 
＊５：ナトリウムの漏えい監視装置のいずれか１種類が動作不能である場合において、監視対象部位が
同一で、かつ、同程度以上の漏えいを検知できるあらかじめ定める設備による監視が可能であれば、
運転上の制限を満足しているとみなす。 

 
＊６：原子炉の状態が低温停止及び燃料交換において、予防保全を目的とした計画的な点検・保修を実
施することにより運転上の制限を満足しなくなる場合は、第(É条第４項に準拠する。ただし、＊
７、＊８に掲げる場合を除く。  

＊７：接触型ナトリウム漏えい検出器の絶縁抵抗測定を実施する場合、1時間に限り、運転上の制限を
適用しない。   

＊８：原子炉の状態が低温停止及び燃料交換において、ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器の
フィルタの清掃又は取替えを実施する場合、�¡q時間に限り、運転上の制限を適用しない。  

＊９：第q 条第２項で定める原子炉格納容器漏えい率の確認にあたって運転上の制限を満足しなくな
る場合であって、あらかじめ必要な安全措置を定め、主任技術者の確認、所長の承認を得て実施す
る場合は、運転上の制限を満足しているとみなす。  

 
別表�[âÉâ  ナトリウムの漏えい監視装置（１次冷却系設備、１次メンテナンス冷却系設備） 

設 備 ナトリウムの漏えい監視装置 

１次冷却系設備 
１次メンテナンス冷却系設備 

(1) ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 
(2) 接触型ナトリウム漏えい検出器 
(3) ナトリウム漏えい検出用液面計 
(4) タンク、容器のナトリウム液面計           
(5) 火災感知設備 
(6) 雰囲気温度計、雰囲気圧力計 
(7) 放射線線量率計 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
表現の適正化 
 
 
別表番号の変更 
別表番号の変更 
 
 
 
 
 
LCO として漏えい監視装置
が動作可能であることを
規定 

 
*2:対象の明確化 
*3:警報発報時に、当直長
が行う確認行為の明確化 
 
*4: 第 OO 条と重複して規
定される漏えい監視装置
の扱いを規定 
*5: 漏えい監視装置動作
不能時の LCO 適用除外を
規定 
 
*6：予防保全を目的とした
点検・保修を実施する場合
の措置を規定 
*7,8：日常的な点検を行う
場合のLCO適用除外を規定
 
 
*9：CVLR 試験を実施する
場合の措置を規定 
 
 
別表 34-2-1 の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
料
4.1.6-1 

 

 

 

 

 

 

監視装置を 
細分化 
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原子炉施設保安規定 第 34条改正前後比較表 
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別表�[âÉâ  ナトリウム漏えい監視の運転上の制限を満足しない場合の措置 
（１次冷却系設備、１次メンテナンス冷却系設備） 

条 件 要求される措置 完了時間 
A. 原子炉の状態が運転、起
動及び停止において、ナ
トリウム漏えいの発生
を確認した場合 
 
 

A.1 
 
A.2 

当直長は、原子炉トリップしゃ断器を開く。 
及び 
当直長は、漏えい箇所について、ナトリウム
ドレン操作等により、漏えいの拡大を防止す
る措置を開始する。 

速やかに 
 
速やかに 

B. 原子炉の状態が運転、起
動及び停止において、ナ
トリウム漏えい検出器
の警報が発信した場合 

B.1 
 
 
B.2 

発電課長は、ナトリウム漏えいでないことを
確認する。 
及び 
当直長は、別表�[â に掲げる他の監視装置
により、ナトリウム漏えいがないことを確認
する。 

É[時間 
 
 
速やかに 

  
 
 
 
 
 

  �

C. 条件 Bで要求される措
置を完了時間内に達成
できない場合 
 

C.1 当直長は、低温停止にする。 �(時間 

D. 原子炉の状態が低温停
止及び燃料交換におい
て、ナトリウム漏えいの
発生を確認した場合 

D.1 当直長は、漏えい箇所について、ナトリウム
ドレン操作等により、漏えいの拡大を防止す
る措置を開始する。 

速やかに 

 
 
 
 
 

 
別表�[âÉãÉ ナトリウムの漏えい監視装置（２次冷却系設備、２次メンテナンス冷却設備） 

設 備 ナトリウムの漏えい監視装置 

２次冷却系設備 
２次メンテナンス冷却設備 

(1)ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 
(2)接触型ナトリウム漏えい検出器 
(3)空気雰囲気セルモニタ                
(4)雰囲気温度計 
(5)火災感知設備 

 
 

別表�[âÉã� ナトリウムの漏えい監視装置（炉外燃料貯蔵設備） 

設 備 ナトリウムの漏えい監視装置 

炉外燃料貯蔵設備 

(1)ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 
(2)接触型ナトリウム漏えい検出器             
(3)空気雰囲気セルモニタ 
(4)火災感知設備 

 
 
 

別表�[â�â  ナトリウムの漏えい監視の運転上の制限を満足しない場合の措置 
（１次冷却系設備、１次メンテナンス冷却系設備） 

条 件 要求される措置 完了時間 
A. 原子炉の状態が運転、起動及
び停止において、ナトリウム
漏えいの発生を確認した場合 

A.1 
 
 
A.2 

当直長は、原子炉トリップしゃ断器を
開く。 
及び 
当直長は、ナトリウムドレン操作等に
より、漏えいの拡大を防止する措置を
開始する。 

速やかに 
 
 
速やかに 

B. ナトリウムの漏えい監視装置
の警報が発報した場合  

B.1 
 
 
B.2 
 
 

発電課長は、ナトリウム漏えいでない
ことを確認する。 
及び 
当直長は、別表�[âÉâ に掲げる他の
監視装置により、ナトリウム漏えいが
ないことを確認する。 

É[時間の範囲で
速やかに   
 
速やかに 
 
 

C. ナトリウムの漏えい監視装置
が動作不能である場合  

C.1 
 
 
C.2 
 
 

発電課長は、動作不能な監視装置を動
作可能な状態に復旧させる。 
及び 
当直長は、別表�[âÉâ に掲げる他の
監視装置により、ナトリウム漏えいが
ないことを確認する。 

É[時間 
 
 
速やかに 
 
 

D. 条件 B又は Cで要求される措
置を完了時間内に達成できな
い場合 
 

D.1 
 
D.2 

当直長は、低温停止にする。 
及び 
当直長は、ナトリウムドレン操作等を
開始する。 

�(時間 
 
低温停止後速や
かに 

E. 原子炉の状態が低温停止及び
燃料交換において、ナトリウ
ム漏えいの発生を確認した場
合 

E.1 当直長は、ナトリウムドレン操作等に
より、漏えいの拡大を防止する措置を
開始する。 

速やかに 

 
 
 
 
 
 

 
別表 34-2-2 の追加 

 
 
 
 
 
 
 
 
別表 34-2-3 の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置 A.2：表現の適正化 
 
 
条件 B：表現の適正化  
措置 B.1：完了時間の見直
し 
措置 B.2：別表番号の変更 
 
 
条件 C：監視装置の動作不
能時の措置を追加 
 
 
 
 
 
措置 D.2：要求される措置
としてナトリウムドレン
操作等の明記 

措置 E.1：表現の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監視装置を 
細分化 

監視装置を 
細分化 

低温停止及び燃料
交換時の措置を追
加 
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原子炉施設保安規定 第 34条改正前後比較表 

^

平成É 年 ２月É-日版 改 正 版 備 考 
 

別表�[âÉâÉ ナトリウム漏えい監視の運転上の制限を満足しない場合の措置 
    （２次冷却系設備、２次メンテナンス冷却系設備） 

条 件 要求される措置 完了時間 
A. 原子炉の状態が運転、起
動及び停止において、ナ
トリウム漏えいの発生
を確認した場合 
 
 

A.1 
 
A.2 

当直長は、原子炉トリップしゃ断器を開く。 
及び 
当直長は、漏えい箇所について、ナトリウム
ドレン操作等により、漏えいの拡大を防止す
る措置を開始する。 

速やかに 
 
速やかに 

B. 原子炉の状態が運転、起
動及び停止において、ナ
トリウム漏えい検出器
の警報が発信した場合 

B.1 
 
 
B.2 

発電課長は、ナトリウム漏えいでないことを
確認する。 
及び 
当直長は、別表�[â に掲げる他の監視装置
及び巡視＊４により、ナトリウム漏えいがな
いことを確認する。 

É[時間 
 
 
速やかに 

  
 
 
 
 
 

  �

C. 条件 Bで要求される措
置を完了時間内に達成
できない場合 
 

C.1 当直長は、低温停止にする。 �(時間 

D. 原子炉の状態が低温停
止及び燃料交換におい
て、ナトリウム漏えいの
発生を確認した場合 

D.1 当直長は、漏えい箇所について、ナトリウム
ドレン操作等により、漏えいの拡大を防止す
る措置を開始する。 

速やかに 

＊４：人の立入りが困難な場所等については、ITV 等による間接的な方法による監視で巡視に
代えることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別表�[â�âÉ ナトリウム漏えい監視の運転上の制限を満足しない場合の措置 

（２次冷却系設備、２次メンテナンス冷却系設備） 

条 件 要求される措置 完了時間 
A. 原子炉の状態が運転、起動及
び停止において、ナトリウム
漏えいの発生を確認した場合 

A.1 
 
 
A.2 

当直長は、原子炉トリップしゃ断器を
開く。 
及び 
当直長は、ナトリウムドレン操作等に
より、漏えいの拡大を防止する措置を
開始する。 

速やかに 
 
 
速やかに 
 

B. ナトリウムの漏えい監視装置
の警報が発報した場合  

B.1 
 
 
B.2 
 
 

発電課長は、ナトリウム漏えいでない
ことを確認する。 
及び 
当直長は、別表�[âÉâÉに掲げる他の
監視装置又は巡視ß äにより、ナトリウ
ム漏えいがないことを確認する。 

É[時間の範囲内
で速やかに  
 
速やかに 
 

C. ナトリウムの漏えい監視装置
が動作不能である場合  

C.1 
 
 
C.2 
 
 

発電課長は、動作不能な監視装置を動
作可能な状態に復旧させる。 
及び 
当直長は、別表�[âÉâÉに掲げる他の
監視装置又は巡視ß äにより、ナトリウ
ム漏えいがないことを確認する。 

É[時間 
 
 
速やかに 
 
 

D. 条件 B又は Cで要求される措
置を完了時間内に達成できな
い場合 

D.1 
 
D.2 

当直長は、低温停止にする。 
及び 
当直長は、ナトリウムドレン操作等を
開始する。 

�(時間 
 
低温停止後速や
かに 

E. 原子炉の状態が低温停止及び
燃料交換において、ナトリウ
ム漏えいの発生を確認した場
合 

E.1 当直長は、ナトリウムドレン操作等に
より、漏えいの拡大を防止する措置を
開始する。 

速やかに 

＊ ä：人の立入りが困難な場所等については、ITV 等による間接的な方法による監視で巡視に
代えることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
措置 A.2：表現の適正化 
 
 
条件 B：表現の適正化  
措置 B.1：完了時間の見直
し 
措置 B.2：別表番号の変
更 、表現の適正化 
 
条件 C：監視装置の動作不
能時の措置を追加 
 
 
 
 
措置 D.2：要求される措置
としてナトリウムドレン
操作等の明記 
 
措置 E.1：表現の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

低温停止及び燃料
交換時の措置を追
加 
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原子炉施設保安規定 第 34条改正前後比較表 

^

平成É 年 ２月É-日版 改 正 版 備 考 
 

別表�[âÉâ� ナトリウム漏えい監視の運転上の制限を満足しない場合の措置 
（炉外燃料貯蔵設備） 

条 件 要求される措置 完了時間 
A. ナトリウム漏えいの発
生を確認した場合 

A.1 当直長は、漏えい箇所について、ナトリウム
ドレン操作等により、漏えいの拡大を防止す
る措置を開始する。 

速やかに 

 
 
 

 
別表�[â�â� ナトリウム漏えい監視の運転上の制限を満足しない場合の措置 

（炉外燃料貯蔵設備） 

条 件 要求される措置 完了時間 
A. ナトリウム漏えいの発生を確
認した場合 

A.1 当直長は、ナトリウムドレン操作等に
より、漏えいの拡大を防止する措置を
開始する。 

速やかに 
 
 

B. ナトリウムの漏えい監視装置
の警報が発報した場合  

B.1 
 
 
B.2 
 
 

発電課長は、ナトリウム漏えいでない
ことを確認する。 
及び 
当直長は、別表�[âÉâ�に掲げる他の
監視装置又は巡視ß  により、ナトリウ
ム漏えいがないことを確認する。 

É[時間の範囲内
で速やかに  
 
 
速やかに 
 

C. ナトリウムの漏えい監視装置
が動作不能である場合  

C.1 
 
 
C.2 
 
 

発電課長は、動作不能な監視装置を動
作可能な状態に復旧させる。 
及び 
当直長は、別表�[âÉâ�に掲げる他の
監視装置又は巡視ß  により、ナトリウ
ム漏えいがないことを確認する。 

É[時間 
 
 
速やかに 
 
 

D. 条件 B又は Cで要求される措
置を完了時間内に達成できな
い場合 

D.1 当直長は、ナトリウムドレン操作等を
開始する。 

速やかに 
 

＊  ：人の立入りが困難な場所等については、ITV 等による間接的な方法による監視で巡視に
代えることができる。 

 
 

 
 
 
 
 
措置 A.1：表現の適正化 
 
 
条件 B：監視装置の警報発
報時の措置を追加 
 
 
 
 
条件 C：監視装置の動作不
能時の措置を追加 
 
 
 
 
措置 D.1：表現の適正化 
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2次冷却系におけるガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器(RID)及び 

接触型ナトリウム漏えい検出器(CLD)について 

 

１．目的 

ナトリウム漏えい検出器は、ナトリウムを内蔵する機器、配管からナトリウム

が漏えいした場合に、その漏えいを検出する設備であり、ガスサンプリング型ナ

トリウム漏えい検出器、接触型ナトリウム漏えい検出器、空気雰囲気セルモニタ

等がある。 

このうち、2 次系ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器(以下 RID とい

う)は、2次主冷却系及び補助冷却設備の機器、配管を対象として設置され、それ

らの機器、配管からのナトリウム漏えいがないことを監視する。また、2 次系接

触型ナトリウム漏えい検出器(以下CLDという)は、２次ナトリウム補助設備、補

助冷却設備のタンク、弁及び補助冷却設備空気冷却器等に設置している。 

ナトリウム冷却型原子炉は、内圧が低いこと、延性に富むオーステナイトステ

ンレス鋼を使用していることから、その破損形態は、漏えい先行型破損(LBB：Leak 

Before Break)の様相を呈する。このため、漏えい規模が拡大する前の微少漏え

いまたは小漏えいの段階にて、速やかにかつ確実に漏えいを検出する。 

 

２．検出器概要 

(1)ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器の概要 

ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器の内RIDは、ナトリウムの微少

漏えいを検出する目的で「もんじゅ」用に開発された漏えい検出器である。２

次系ナトリウム配管、機器と保温層間の隙間から吸引した空気（サンプリング

ガス）を検出器(放射線イオン化式検出器)に送り、ナトリウムの微少漏えいを

検出する。ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器の検出性能は、100g/h

の微少なナトリウム漏えいを24時間以内に検知＊1するため、空気中において、

10-10g/cc以上のナトリウムエアロゾル濃度（煙）を検出する感度を有している。

ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器のシステム概要を図-1に示す。 

＊1：ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器としては早期にナトリウム漏えいを検出すること

が望ましいが、安全上必要な検出性能は急速な伝播型破損を防止することである。このため、

保温構造内に留まる程度のナトリウム漏えい量に対して先行型破損を前提とした漏えい検出

性能を定めるにあたり、ASME Boiler And Pressure Vessel Code Section XI Division 3（Rules 

for Inspection and Testing of Components of Liquid-Metal Cooled Plants）を参考として、

100g/hのナトリウム漏えいを24時間以内に検知することとした。 

ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器は、RIDの他に、サンプリング

フィルタを有し、RID に吸引したサンプリングガスの一部をサンプリングフィ

資料4.1.6-4 
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ルタに通気し、捕集した成分を化学的に分析（アルカリ反応の有無）すること

により、ナトリウム漏えいの有無を確認する。サンプリングフィルタは通常は

通気せず、RID によるナトリウム漏えい警報が発報した場合に通気することと

している。 

なお、原子力機構では、ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器の検出

性能を確認するため 100g/h の漏えい量によるモックアップ試験を実施してい

る。これらの試験において約 100g/h の漏えい率で 1 日程度のナトリウム漏え

いでは、保温構造外にナトリウムが漏れてこないことを確認している。 

(2)CLDの概要 

CLDは、設置箇所にナトリウムが到達し、検出部の電極が導通した場合に警

報を発する構造とし、漏えいし流れてきたナトリウムを検知する。 

CLD は、機器からの漏えいで保温構造内等ナトリウムが溜まりやすい箇所、

弁については、ベローズ部からの漏えいを監視できるように設定している。タ

ンク、弁、補助冷却設備空気冷却器におけるCLDの設置状況を図-2、図-3、図

-4に示す。 

 

３．警報発報時の対応について 

RID、CLDは、検出器の故障等により、漏えい警報が発報することがある。その

ため、RID、CLD の単一漏えい警報が発報した場合、検出器の故障なのかあるいは

ナトリウム漏えいによるものなのかの確認を行うこととしている。 

(1)RIDの漏えい警報が発報した場合 

RID の漏えい警報が発報した場合は、ITV 確認、現場確認等を行う。警報発

報原因が、サンプリング流量調整や作業等による場合は誤警報と判断する。警

報発報原因を特定できない場合は、サンプリングフィルタの通気を 10 分間＊2

行い、フィルタのアルカリ反応の確認を行う。漏えい警報発報からフィルタ通

気、アルカリ反応の確認までは約1時間30分を想定している。 

フィルタにアルカリ反応が出た場合は、ナトリウム漏えいと判断し、ＬＣＯ

逸脱を宣言した上で、原子炉を手動トリップ後緊急ドレン操作を行う。アルカ

リ反応が出なかった場合は、誤警報と判断する。 

＊２：RIDの流量が最も少ないヘッダ流量箇所において、RIDの検出能力である10-10g/ccの濃度のエ

アロゾルが発生した状態で10分間通気した場合、フィルタへの付着量は約8μgとなる。エ

アロゾルがフィルタに 8μg の付着した状態でアルカリ反応の有無を確認できることを実験

室レベルで確認していることから、RIDの通気時間を10分としている。 

平成19年12月5日の保安検査において、サンプリングフィルタの通気確認

を行ったところ、フィルタにアルカリ反応を示す青色への変色が認められた。

この原因は、フィルタを交換時に使用したゴム手袋に付着していたパウダーの

成分であることが判明した。対策として、発電課の「運転消耗品管理マニュア
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ル」に分析に使用する物品購入に対して安全管理課の確認を受けることを明記

した。また、フィルタ交換作業に多少手間取ったことから、フィルタフォルダ

へのフィルタ交換作業は現場で行なわず、フィルタフォルダごと交換する運転

手順に変更した。 

(2)CLDの漏えい警報が発報した場合 

①CLDの漏えい警報が発報した場合の対応及び所要時間 

CLD の漏えい警報が発報した場合は、ナトリウムが漏えいしているのか、

誤警報であるのかの確認を下記手順にて行う。 

1)ITV確認、現場確認等を行う。CLDの設置箇所の内、コールドトラップの

CLD、水素計ユニット内のCLDは目視確認によりナトリウムの漏えいの有

無を確認することができる。 

2)警報発報原因が作業等による場合は誤警報と判断する。 

3）警報発報原因を特定できない場合は、LCO逸脱を宣言した上で、24時間

の範囲内で速やかに保守担当課でCLD の検出系点検にて検出器側か信号

処理側かの確認を行い、信号処理側の場合は誤警報と判断する。 

4) 警報発報原因が検出器側の場合は、原子炉を通常停止し、ナトリウムド

レン後CLD の検出器を取り外し、電極部にナトリウムまたはゴミ等が付

着していないか、目視により確認する。 

5)電極部をペーパにて拭き取り、化学分析によりナトリウムの有無を確認

する。 

本手順の1)及び2)の所要時間は、運転員の確認であり約30分を想定して

いる。3)は補助冷却設備空気冷却器に設置されているCLDのように高所に設

置されている箇所があることから、保守担当課による足場設置等の作業によ

り原因調査には最大で約10時間要すると考えられる。 

②CLDの漏えい警報発報原因究明中に対する考え方 

原子炉運転中において CLD の漏えい警報が発報し、運転員が関連パラメー

タや現場確認等でナトリウム漏えいを確認できない場合は、当直長は LCO 逸

脱を宣言する。その後保守担当課にて、24時間の範囲で速やかに検出器系の

点検を行い、誤警報と判断できない場合は、速やかに原子炉の通常停止を行

い、低温停止後ナトリウムドレン操作を行うこととしている。（24 時間の範

囲で速やかにナトリウム漏えいでないことを確認できない場合は、原子炉を

通常停止とし、低温停止後ナトリウムドレン操作を開始することを保安規定

に規定している。） 

原因究明中や通常停止操作中は、他の漏えい監視装置や ITV での監視を強

化し、ナトリウム漏えいを確認した場合は速やかに原子炉を手動トリップし、

緊急ドレンを行うこととしている。 以 上 
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ナトリウム漏えい監視装置と漏えい規模との関係

 ナトリウム漏えい監視装置 個数 安全保護系
安全上の

重要度 
代替監視装置＊１ 運転上の制限＊２ 

漏えい規模の 

目 安 

①原子炉容器液面計 ３ ○ 

②原子炉格納容器床下雰囲気温度計 １８ ○ 

③ガードベッセル内漏えいナトリウム液面計 ２１ ○ 

④原子炉格納容器床上雰囲気圧力検出器 ３ ○ 

⑤原子炉格納容器床上雰囲気放射線検出器 ３ ○ 

MS1 

⑥1 次ナトリウムオーバフロータンク液面計 １ 

⑦、⑨ 

原子炉起動中（起動できる状態を含む）、ナトリ

ウム監視装置が全チャンネル動作可能である

こと。 

中・大漏えい 

⑦ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器（ナトリウムイオン化式検

出器（SID）、差圧式検出器（DPD））（雰囲気モニタ） 
１０ SID 又は DPD 

⑧火災感知設備（空気雰囲気室） １ - 

⑨ガスサンプリング型漏えい検出器（同 ⑦）（機器・配管の直接監視） ５０ SID 又は DPD 

⑩接触型漏えい検出器（CLD） １７９ - 

一
次
系
（含
む
原
子
炉
廻
り
） 

⑪ナトリウム漏えい検出用液面計（誘導型固定点式） １３ 

 

MS3 

⑨ 

微少・小漏えい 

①空気雰囲気セルモニタ（煙感知型・熱感知型）＊３ ５２８ MS2 煙感知又は 

熱感知、② 

②火災感知設備 １６９ ① 

③ガスサンプリング型漏えい検出器（RID） ３２ - 

④接触型漏えい検出器（CLD） ２２４ - 

二
次
系 

⑤補助冷却設備空気冷却器室ナトリウム漏えい検出器用温度計 １８ 

 

MS3 

①、②、③ 

微少・小漏えい 

①空気雰囲気セルモニタ（煙感知型） １６ MS3 ② 

②火災感知設備 １３ ① 

③ガスサンプリング型漏えい検出器（DPD）（雰囲気モニタ） ２ - 

④ガスサンプリング型漏えい検出器（DPD）（機器・配管の直接監視） １２ - 

炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備 ⑤接触型漏えい検出器（CLD） １０２ 

 

MS3 

- 

ナトリウム漏えい監視装置が動作可能である

こと。なお、動作不能の場合でも、代替監視装

置が動作可能であること。 

微少・小漏えい 

 

＊１：代替監視装置とは当該監視装置が動作不能の場合、代替として漏えい監視が可能な装置を示す。

＊２：ナトリウムが充填されていない場合を除く。

＊３：原子炉の冷却機能を確保するために、ナトリウム漏えいが発生した冷却系統の影響が、他の健全な冷却系統に影響を及ぼさないようにする系統分離機

能の観点からMS2。ただし、2次メンテナンス冷却はMS3。
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保温材
s

s

ガードベッセル

タンク・容器の
ナトリウム液面

ガードベッセル内漏えい
ナトリウム液面計
(ナトリウム漏えい検出
用液面計)

ＳＩＤ

ＤＰＤ

原子炉容器室
（窒素雰囲気）

セルライナ

SID：ナトリウムイ
　　 オン化式漏え
　　 い検出器
DPD：差圧式漏えい
　　 検出器

ガスサンプリング型
ナトリウム漏えい検
出器

サンプリング用
ブロア

原子炉格納容器
(空気雰囲気)

格納容器内エリア
モニタ
(放射線線量率計)

格納容器床上雰囲
気圧力計
(雰囲気圧力計)

原子炉容器 原子炉容器出・入口配管
ナトリウム液面計
(ナトリウム漏えい検出
用液面計)
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ガードベッ
セル内漏え
いナトリウ
ム液面計
(ナトリウム
漏えい検出
用液面計)

Ｃ
Ｌ
Ｄ

ガードベッセル

ＳＩＤ

ＤＰＤ

サンプリング用
ブロア

機　器

ＳＩＤ

ＤＰＤ

１次主冷却系室
（窒素雰囲気）

原子炉格納容器
床下雰囲気温度計
(雰囲気温度計)

ガスサンプリング型
ナトリウム漏えい検
出器
(セルモニタ)

漏えいナトリウム

保温材

セルライナ

CLD：接触型ナトリ
　　 ウム漏えい検
　　 出器
SID：ナトリウムイ
　　 オン化式漏え
　　 い検出器
DPD：差圧式漏えい
　　 検出器エアロゾル

エアロゾル

ガスサンプリング型
ナトリウム漏えい検
出器

弁サンプリング用
ブロア

原子炉格納容器
(空気雰囲気)

格納容器内エリア
モニタ
(放射線線量率計)

格納容器床上雰囲
気圧力計
(雰囲気圧力計)
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火災感知器空気雰囲気
セルモニタ

監視カメラ

ＣＬＤ

M M

エアロゾル

保温材

ライナ

漏えいナトリウム

サンプリング
用ブロア

タンクへ

ＲＩＤ

フィルタ

配管

ガスサンプリング型ナ
トリウム漏えい検出器

CLD：接触型ナトリ
　　 ウム漏えい検
　　 出器
RID：放射線イオン
　　 化式漏えい検
　 出器

２次主冷却系室
（空気雰囲気）

弁
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火災感知器空気雰囲気
セルモニタ

監視カメラ

ＣＬＤ

M M

エアロゾル

保温材

ライナ

漏えいナトリウム

サンプリング
用ブロア

タンクへ

ＤＰＤ

配管

ガスサンプリング型ナ
トリウム漏えい検出器

CLD：接触型ナトリ
　　 ウム漏えい検
　　 出器
DPD：差圧式漏えい
　　 検出器

EVST冷却系区画
（空気雰囲気）

弁

��B��D�µ¨¶JK�
���sÝÎÏÐ�ÏÑñ�©
�� �������Ô� 
Ý��B���� ��D

!#K�����yÞ�+{�
������Ô� Ý��B"�
� ��D

(B��D)*�+������
������ó&{��$��
 Ý��B"�� ��D

\X EVSTÀ«¬yzG{������� ��«¬��\

!#K�����yÞ�+{�
������Ô� Ý��B"�
� ��D

 　
　

　
　

　
添

付
－

3
2
7



高速増殖炉研究開発センター 
識別番号 ＭＱ７１１－２５ 

 

 

 

 

 

 

ナトリウム漏えい検出器 
警報発報時の対応措置要領 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速増殖炉研究開発センター 
（所管：発電課） 

 

 

資料 4.1.6-4 

 
　　　　　添付－328

User1
テキストボックス

User1
テキストボックス
資料4.1.6-6

User1
テキストボックス

User1
テキストボックス
（抜粋）

User1
テキストボックス
管理外文書



高速増殖炉研究開発センター 
識別番号 ＭＱ７１１－２５ 

 
目 次 

 
第１条 目的 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 
 
第２条 適用範囲 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 
 
第３条 ナトリウム漏えい警報等CÍ時対応措置の 

基本的な考え方 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2 
 

第４条 LCO 逸脱及び LCO 逸脱からの復帰の判断基準 >>>>>>>>>>>>>> 2 
 

第５条 1 次系・メンテナンス冷却系(C/V 内) 
ナトリウム漏えい警報CÍ時の対応>>>>>>>>>>>>>> 2 
 

第６条 2 次系・メンテナンス冷却系 
ナトリウム漏えい警報CÍ時の対応 >>>>>>>>>>>>>> 3 

 
第７条 EVST 系ナトリウム漏えい警報CÍ時の対応 >>>>>>>>>>>>>>> 3 
 
第８条 安全保護系設備警報CÍ時及び火災警報CÍ時の対応 >>>>>> 3 
 
第９条 ナトリウム漏えい警報が発報する可能性のある作業等の 
       事前連絡について >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3 
 
第 10 条 対応操作の報告 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4 
 
図 1-1 1 次系・メンテナンス冷却系(C/V 内)ナトリウム漏えい 

検出器警報発報フロー(CLD) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 5 
 
図 1-2 1 次系ナトリウム漏えい検出器警報 

発報フロー(誘導固定点型液面計｛1 次系入口配管用｝) >>>>> 6 
 
図 1-3 1 次系ナトリウム漏えい検出器警報発報フロー  

(誘導固定点型液面計｛R/V 室内用｝) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7 
 
図 1-4 1 次系・メンテナンス冷却系(C/V 内) 

ナトリウム漏えい検出器警報発報フロー(SID・DPD) >>>>>>> 8 
 
図 2-1 2 次系・メンテナンス冷却系(C/V 外) 

ナトリウム漏えい検出器警報発報フロー(CLD) >>>>>>>>>>>> 9 
 
図 2-2 2 次系・メンテナンス冷却系(C/V 外) 

ナトリウム漏えい検出器警報発報フロー(RID) >>>>>>>>>> 10 
 
 

全ての漏えい監視
装置について警報
発 報 時 の 対 応 フ
ロ ー を 明 確 に し
た。 

 
　　　　　添付－329



高速増殖炉研究開発センター 
識別番号 ＭＱ７１１－２５ 

図 2-3 補助冷却設備 A/C ナトリウム漏えい検出用温度計 
警報発報フロー >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 11 

 
図 3-1 ＥＶＳＴ系ナトリウム漏えい検出器警報発報フロー(CLD) >>> 12 

 
図 3-2 ＥＶＳＴ次系ナトリウム漏えい 

検出器警報発報フロー(DPD) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13 
 
図 4  ２次系、メンテ冷系、ＥＶＳＴ次系ナトリウム漏えい 

検出器警報発報フロー(空気雰囲気セルモニタ)>>>>>>>>>>>>> 14 
 

図 5-1 １次系 Na 液位低警報CÍフロー 
（R/V Na 液位低、1 次系 OF/T Na 液位低） >>>>>>>>>>>>>>>> 15 
 

図 5-2 原子炉トリップ／工学的安全施設作動 
パーシャル作動警報CÍフロー >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16 

 
図 6  火災警報フロー >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 17 

 
様式１ ナトリウム漏えい検出器警報発生時における 

漏えい判定結果報告 ･･･ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18 
 
表－１ 通常運転（系統のナトリウム充填状態）における 

機器・弁付 CLD 監視範囲のナトリウム有無一覧表･･･ >>>>>>19 
 
表－２ ナトリウム漏えい監視装置単一警報発報時の対応整理表･･･ >28 

全ての漏えい監視
装置について警報
発 報 時 の 対 応 フ
ロ ー を 明 確 に し
た。 

 
　　　　　添付－330



高速増殖炉研究開発センター 

識別番号 ＭＱ７１１－２５ 

-１- 

（目 的） 
第１条 

本要領は、保安規定第 34 条及び「運転管理要領」に基づき、ナトリウムの漏えい監視装
置の漏えいを示す（以下、「ナトリウム漏えい警報等」という。）警報発報時の対応措置につ
いて定める。 

 
（適用範囲） 
第２条 

本要領は、ナトリウム充填部位におけるナトリウムの漏えい監視装置のナトリウム漏えい警
報等発報時に、ナトリウム漏えいの有無を確認するための対応、検出系の健全性確認及び
通報連絡に関する運用を定める。 

「ナトリウム充填部位」とは、以下のいずれかに該当する場合を除く。 
(1) 監視対象部位のナトリウムがドレンされている場合。なお、弁については、系統がナト

リウム充填状態であっても、弁内部のベローズ側のナトリウムがドレンされている場合。 
（ただし、下流側に止め弁がある弁については除く。） 

(2) 監視対象部位のナトリウムフリーズ状態である場合。 
CLD の場合のナトリウム充填部位については、表－１の「通常運転（系統のナトリウム

充填状態）における機器・弁付 CLD 監視範囲のナトリウム有無一覧表」に示す。 
なお、本要領によりナトリウムの漏えいが確認された場合、当直長は、ナトリウム漏えいに

係る「異常時運転手順書」に従ってナトリウム漏えい対応操作を実施する。 
本要領を適用するナトリウムの漏えい監視装置は以下のとおりである。 

 系統 対象設備 対象検出器 

1 

1次系 
及び 

メンテナン
ス冷却系
（C/V内） 

・１次主冷却系ナトリウム漏えい検
出設備（主冷却系・１次メンテナ
ンス冷却系） 

・１次主冷却系（Ⅱ）ナトリウム漏え
い検出設備（原子炉容器室内） 

・安全保護系設備 
・自動火災報知設備 
 
 
 
 
 

(1)CLD(接触型検出器) * 

(2)誘導固定点型液面計* 
(3)SID（ナトリウムイオン化式検出器） 
(4)DPD（差圧式検出器） 
(5)R/V、OF/T 用誘導型連続式ナトリウ
ム液面計 
(6)R/V 用誘導型固定点式液面計 
(7)ポンプ用、IHX 用 CLD（接触型検出
器） 
(8)C/V 床下雰囲気温度計 
(9)C/V 床上雰囲気圧力計 
(10)C/V 内エリアモニタ 
(11)火災感知器（１次純化系弁操作室） 

2 

2次系 
及び 

メンテナン
ス冷却系
（C/V外） 

・１次主冷却系ナトリウム漏えい検
出設備（２次メンテナンス冷却
系） 

・２次主冷却系ナトリウム漏えい検
出設備 

・空気雰囲気セルモニタ 
・自動火災報知設備 

(1)CLD(接触型検出器) 
(2)RID（放射線イオン化式検出器） 
(3)空気雰囲気セルモニタ 
(4)補助冷却設備 A/C ナトリウム漏えい

検出用温度計 
(5)火災感知器 
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高速増殖炉研究開発センター 

識別番号 ＭＱ７１１－２５ 

-２- 

 系統 対象設備 対象検出器 

3 EVST 

・炉外燃料貯蔵設備 Na 漏えい検

出設備 

・空気雰囲気セルモニタ 

・自動火災報知設備 

(1) CLD(接触型検出器) 

(2) DPD（差圧式検出器） 

(3) 空気雰囲気セルモニタ 

(4) 火災感知器 

*:安全保護系設備を除く 

 

（ナトリウム漏えい警報等発報時対応措置の基本的な考え方） 

第３条 

(1) ナトリウム漏えい警報が発報したら速やかに情報連絡を行う。 

(2) ナトリウム漏えい警報が誤報と判断できるものは、誤報である旨を情報連絡する。 

(3) ナトリウム漏えいが確認された場合は、運転上の制限（以下、「LCO」という。）逸脱を宣言

し、通報連絡を行う。 

(4) ナトリウム漏えいの警報が誤報と判断出来ない場合は、LCO 逸脱を宣言し、通報連絡を

行う。その後、ナトリウム漏えい検出系の健全性を確認する。 
 

（LCO 逸脱及び LCO 逸脱からの復帰の判断基準） 

第４条 

  当直長は、下記の判断基準により、LCO 逸脱及び LCO 逸脱からの復帰を判断する。 

(1) LCO 逸脱の判断基準 

 ・ナトリウム漏えいの発生を確認した場合は、LCO 逸脱とする。 

・ナトリウム漏えい警報が発報し、「警報処置手順書」に従いナトリウム漏えいであるか否かの

確認*1 を行った結果、誤報と判断できない場合（ナトリウム漏えいがないことの確認ができ

ない場合）は、LCO 逸脱とする。 

  (2) LCO 逸脱からの復帰の判断基準 

   ・LCO 逸脱宣言によりナトリウム漏えい箇所のナトリウムドレン操作を実施し、ナトリウムドレン

が終了した場合は、LCO 逸脱からの復帰とする。 

   ・LCO 逸脱宣言後に誤報が確認された場合（ナトリウム漏えいでないことが確認された場

合）は、LCO 逸脱からの復帰とする。 

 *1:運転員によるナトリウム漏えいか否かの確認は、表－２「ナトリウム漏えい監視装置単一警

報発報時の対応整理表」の所要時間を目安に行う。 

 

（１次系・メンテナンス冷却系(C/V 内)ナトリウム漏えい警報発報時の対応） 

第５条 

(1) １次系・メンテナンス冷却系（C/V 内）の CLD 及び誘導固定点型液面計の漏えい警報の

場合の対応を図 1-1、図 1-2、図 1-3 に、SID 及び DPD の場合を図 1-4 に示す。なお、安

全保護系設備は第 8 条による。 

(2) 安全管理課長は、発電課長からプラントが長期停止等により、ゲルマニウム検出器（以下、

「ゲルマ検出器」という。）による放射能測定の判別の可否について依頼を受け、ゲルマ検

出器による放射能測定の判別が困難と判断した場合は、pH 試験紙によるアルカリ反応の

判別を行うように発電課長に指示する。 

(3) 当直長は、DPD のフィルタ分析を実施する場合は、運転員がフィルタ部の隔離をし、安

全管理課の立会いの下、フィルタの取り出しを行う。安全管理課は必要に応じてゲルマ検 

漏えい警報発報時のＬＣＯ逸脱および

復帰の判断基準を明確化した。 

漏えい警報発報から漏えいの有無確認

までの目安時間を明確にした。 
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名称
盤名称

（盤No.） 名称
盤名称

（盤No.） 種類
対象部

屋 名称 Tag-No.

R-201
1次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟA出口Na圧力計装

弁(110A-V701) 110A-XE301 ○ －

R-201
1次系POFC A液位設定弁

(110A-V1) 110A-XE302 ○ －

R-201 1次系OF主ライン1 120-XE301 ○ －

R-201 １次系OF主ライン2 120-XE302 ○ －

R-201
IHX A出口管ﾄﾞﾚﾝ弁

(140-MV1A) 140-XE301A × フリーズシール

R-201
１次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟA入口管ﾄﾞﾚﾝ弁

(140-MV2A) 140-XE302A × フリーズシール

R-201
1次主冷却系逆止弁Aﾄﾞﾚﾝ弁

(140-V3A) 140-XE303A × フリーズシール

R-201
1次系POFC Aﾄﾞﾚﾝ弁

(140-MV4A) 140-XE304A × フリーズシール

R-201
IHX Aﾍﾞﾝﾄ弁
(140-MV5A) 140-XE305A × フリーズシール

R-201
IHX A出口管ﾍﾞﾝﾄ弁

(140-MV6A) 140-XE306A × フリーズシール

R-201
1次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟA出口管ﾍﾞﾝﾄ弁

(140-MV7A) 140-XE307A × フリーズシール

R-201
1次主冷却系逆止弁Aﾍﾞﾝﾄ弁

(140-V8A) 140-XE308A × フリーズシール

R-201
1次系ｶﾞｽ抜きﾎﾟｯﾄAﾄﾞﾚﾝ弁

(140-V9A) 140-XE310A × ラインドレン状態

R-201
1次系ｶﾞｽ抜きﾎﾟｯﾄAｵｰﾊﾞﾌﾛｰ止め弁

(140-V10A) 140-XE311A × ラインドレン状態

R-103 1次系OF主ライン3 120-XE303 ○ －

R-103 1次系OF主ライン4 120-XE304 ○ －

R-103 1次系OF主ライン5 120-XE305 ○ －

R-103 1次系OF主ライン6 120-XE306 ○ －

R-103 1次系OF主ライン7 120-XE307 ○ －

R-103
1次系OF/T入口弁

(120-MV1) 120-XE308 ○ －

R-103 1次系OF主ライン8 120-XE309 ○ －

R-103
1次系EMP A入口弁

(120-MV3A) 120-XE311A ○ －

R-103
1次系EMP B入口弁

(120-MV3B) 120-XE311B ○ －

R-103
1次系EMP A出口弁

(120-MV4) 120-XE313 ○ －

R-103
1次系EMP B出口弁

(120-MV6) 120-XE314 ○ －

R-103
1次系C/T １次戻り弁

(120-MV10) 120-XE317 ○ －

R-103
1次系ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ配管A流調弁

(120-V13A) 120-XE320A ○ －

R-103
1次系R/V汲上配管Aﾍﾞﾝﾄ弁

(120-V14A) 120-XE321A ○ －

R-103
1次系R/V汲上配管Bﾍﾞﾝﾄ弁

(120-V14B) 120-XE321B ○ －

R-103
1次系ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ全移送配管止め弁

(120-V16) 120-XE323 × ラインドレン状態
タンク反対側にベローズ

R-103
1次系ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ部分移送配管止め弁

(120-V17) 120-XE324 × ラインドレン状態
タンク反対側にベローズ

R-103
1次系D/T類汲上配管止め弁

(120-V18) 120-XE325 ○　※1 －

R-103 1次系D/T A1 140-XE314A1 ○ －

R-103 1次系D/T A2 140-XE314A2 ○ －

R-103 1次系D/T A3 140-XE314A3 ○ －

R-103 1次系D/T A入口元弁
(140-MV12A)

140-XE313A ×
タンク側にベローズはある
が連通孔にてラインはドレ

ン状態

R-103 1次系D/T A出口元弁
(140-V13A)

140-XE315A ×
タンクの反対側にベローズ
があり、ラインはドレン状

態

R-405 1次系ｶﾞｽ抜きﾎﾟｯﾄA 140-XE309A × 系統ドレン状態

R-102
1次系OF補助ﾗｲﾝ止め弁

(120-MV2) 120-XE310 ○ －

R-102 1次系EMP A1 120-XE312A1 ○ －

R-102 1次系EMP A2 120-XE312A2 ○ －

R-102 1次系EMP A3 120-XE312A3 ○ －

R-102
1次系OF主ﾗｲﾝﾄﾞﾚﾝ弁

(120-V11) 120-XE318 ○ －

R-102
1次系OF補助ﾗｲﾝﾄﾞﾚﾝ弁

(120-V12) 120-XE319 ○ －

R-102
1次系EMP A出口ﾄﾞﾚﾝ弁

(120-V15A) 120-XE322A × フリーズシール

R-102
1次系EMP A出口Na圧力計装弁

(120-V702A) 120-XE328A ○ －

R-202
1次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟB出口Na圧力計装

弁(110B-V701) 110B-XE301 ○ －

R-202
1次系POFC B液位設定弁

(110B-V2) 110B-XE302 ○ －

R-202
IHX B出口管ﾄﾞﾚﾝ弁

(140MV1B) 140-XE301B × フリーズシール

R-202
１次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟB入口管ﾄﾞﾚﾝ弁

(140-MV2B) 140-XE302B × フリーズシール

R-202
1次主冷却系逆止弁Bﾄﾞﾚﾝ弁

(140-V3B) 140-XE303B × フリーズシール

R-202
1次系POFC Bﾄﾞﾚﾝ弁

(140-MV4B) 140-XE304B × フリーズシール

R-202
IHX Bﾍﾞﾝﾄ弁
(140-MV5B) 140-XE305B × フリーズシール

R-202
IHX B出口管ﾍﾞﾝﾄ弁

(140-MV6B) 140-XE306B × フリーズシール

R-202
1次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟB出口管ﾍﾞﾝﾄ弁

(140-MV7B) 140-XE307B × フリーズシール

R-202
1次主冷却系逆止弁Bﾍﾞﾝﾄ弁

(140-V8B) 140-XE308B × フリーズシール

R-202
1次系ｶﾞｽ抜きﾎﾟｯﾄBﾄﾞﾚﾝ弁

(140-V9B) 140-XE310B × ラインドレン状態

CLD
（弁、補助系機器、

等）

1次系Na漏えい(CLD)
1次系Na漏えい
検出設備制御盤

（C-L321）

　　表１-１　通常運転（系統のナトリウム充填状態）における機器・弁付CLD監視範囲のナトリウム有無一覧表（1次主冷却系）
　　　　注１）フリーズシール弁については、フリーズシール状態が維持されていることを確認の上誤報と判断する。
　　　　注２）下流側に止め弁があるドレン弁※1については、シートリークによる弁ベローズ側へのナトリウム流入の可能性を考慮し充填部位とする。
　　　　注３）ナトリウム充填ドレン操作時は、全て充填部位となる。ただし、※2については充填部位とはならない。

左記×の理由
通常運転時、機器・弁
ベローズ側(検出ライ

ン)にNaが存在するか？

警報（中央制御室） 検出器
漏えい区画

警報（中央以外）

1次補助Na系Na漏えい

1次系EMP･A内
Na漏えい(＊のみ)

1次系Na漏えい
検出設備制御盤

（C-L321）
1次系Na漏えい(CLD)

1次補助Na系Na漏えい

原子炉中制
(C-C005)

原子炉中制
(C-C005)

原子炉中制
（C-C005）

B 1次主冷却系Na漏えい
主冷中制

（C-C004）

1次主冷却系
Bループ（主配
管、メ冷配管、
１次ポンプ、
弁、補助系機

器）

1次主冷却系
Aループ（主配
管、１次ポン
プ、弁、補助系

機器）

CLD
（弁、補助系機器、

等）

CLD
(EMP-A廻り)

1次系Na漏えい(CLD)
1次系Na漏えい
検出設備制御盤

（C-L321）

1次補助Na系Na漏えい
原子炉中制
(C-C005)

A 1次主冷却系Na漏えい
主冷中制

（C-C004）

1次主冷却系
Aループ（EMP-A
室、EMP-A廻り）

通常運転時の機器および弁
のナトリウム保有の有無に
ついて明確にした。
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 表－２ ナトリウム漏えい監視装置単一警報発報時の対応整理表  

 - 28 -

１．１次冷却系、１次メンテナンス冷却系 

運転員による誤警報の確認 漏えいに係るＬＣＯ逸脱判断 ＬＣＯ逸脱宣言後の対応措置 

設置区画 
ナトリウム漏えい監

視装置の種類＊1 監視対象部位 設置個数 
監視対象 

漏えい量＊2 

多重性

の有無 

代替装置の 

有 無 

（代替装置名） 
所要時間 確認方法 

漏えいを 

確認した場合 

誤警報と

判断でき

ない場合

保守担当課による誤警報確

認に要する時間と確認方法 

誤警報と判断できない場合

のプラント運用・対応措置 

備   考 

①誘導型連続式 

 ナトリウム液面計 
 （4） 

機器・配管 ３ 大漏えい 有 
有 

（ＳＩＤ、ＤＰＤ 

セルＳＩＤ/ＤＰＤ） 
２０分 

ＳＩＤ、ＤＰＤ、セルＳＩＤ/ＤＰ

Ｄの警報発報有無の確認 
○ － － － 

保安規定第３３条別表３３－２、－３ 

原子炉容器ナトリウム液面計 

入口配管 
３ 

×３ループ 
小漏えい以上 有 

有 

（ＳＩＤ、ＤＰＤ） 
２０分 ○ － － －  

出口配管 
１ 

×３ループ 
小漏えい以上 無 

有 
（ＳＩＤ、ＤＰＤ） 

２０分 ○ － － －  

ガードベッセル １ 小漏えい以上 無 
有 

（ＳＩＤ、ＤＰＤ） 
２０分 

同エリアのＳＩＤ、ＤＰＤ指示

値上昇有無の確認 

○ － － － 原子炉容器ガードベッセル 

②誘導型固定点式 

 液面計 （3） 

ガードベッセル ３ 中漏えい以上 有 
有 

（ＳＩＤ、ＤＰＤ） 
２０分 

ＳＩＤ、ＤＰＤ、セルＳＩＤ/ＤＰ

Ｄの警報発報有無の確認 
○ － － － 

保安規定第３３条別表３３－３ 

原子炉容器ガードベッセル 

③ナトリウムイオン 

 化式検出器 

 （ＳＩＤ） （1） 

機器・配管 ８ 
微少漏えい

以上 
無 

有 
（ＤＰＤ） 

４０分＊ ○ － － － 

＊低温停止中は、pH試験紙によるアルカ

リ反応確認が必要になるので、誤警報

確認までに２時間３０分必要 

原子炉容器室 

区  画 

 
［窒素雰囲気室］ 

④差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） （1） 
機器・配管 ８ 

微少漏えい

以上 
無 

有 
（ＳＩＤ） 

４０分＊

ＤＰＤフィルタ分析 

○ － － － 

＊低温停止中は、pH試験紙によるアルカ

リ反応確認が必要になるので、誤警報

確認までに２時間３０分必要 

①誘導型連続式 

 ナトリウム液面計 
 （4） 

機器・配管 １ 中漏えい以上 無 
有 

（ＳＩＤ、ＤＰＤ 

セルＳＩＤ/ＤＰＤ） 
２０分 ○ － － － 

保安規定第３３条別表３３－４ 

１次オーバフロータンク液面計 

ガードベッセル 
３×２ 

×３ループ 
中漏えい以上 有 

有 
（ＳＩＤ、ＤＰＤ 

セルＳＩＤ/ＤＰＤ） 
２０分 

ＳＩＤ、ＤＰＤ、セルＳＩＤ/ＤＰ

Ｄの警報発報有無の確認 

○ － － － 

保安規定第３３条別表３３－３ 

A～Cループの中間熱交換器ガードベッセ

ル、１次主循環ポンプガードベッセル液位

弁（ベローズ部

Ｎaなし） 
５５ 小漏えい以上 無 無 ２０分 

現場盤での抵抗値確認 

【通常運転中はベローズ部

にＮａがないため、誤警報

と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 

・Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ

部にＮａが保持されるので、弁（ベローズ部

Ｎａあり）と同じ対応が必要 

弁（ベローズ部

Ｎａあり） 
５２ 小漏えい以上 無 無 ２０分 ○ ○ ・弁には２次系、２次メ冷系分：４個含む

機器 ２４ 小漏えい以上 無 無 ２０分 

現場盤での抵抗値確認 

○ ○ 

５時間（現場中継端子盤で

の線間抵抗測定） 

通常停止、系統ドレン、空気

置換後、検出器を取り外し確

認 
 

機器 

（電磁ポンプ） 
３ 

×４台 
小漏えい以上 有 無 ２０分 

現場盤での抵抗値確認 

３ｃｈのうち他のｃｈ動作有無

の確認 

○ － － － 
１次オーバフロー系・１次メ冷系電磁

ポンプ 

機器（Ｎａ未充

填機器） 
５ 小漏えい以上 無 無 ２０分 

現場盤での抵抗値確認 

【Ｎａ未充填機器のため誤

警報と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 

・ガス抜きポット、コールドトラップＢ 

・ガス抜きポットについては、Ｎａ充填中は

通常機器と同じ対応が必要 

②接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

配管 ３１ 小漏えい以上 無 無 ２０分 現場盤での抵抗値確認 ○ ○ 
５時間（現場中継端子盤で

の線間抵抗測定） 

通常停止、系統ドレン、空気

置換後、検出器を取り外し確

認 

配管には２次メ冷系分：４個含む 

１次主冷却系 

区  画 
（Ａ、Ｂ、Ｃループ） 

 
［窒素雰囲気室］ 

③ナトリウムイオン 

 化式検出器 

 （ＳＩＤ） （1） 

機器・配管 １７ 
微少漏えい

以上 
無 

有 
（ＤＰＤ） 

４０分＊ ＤＰＤフィルタ分析 ○ － － － 

＊低温停止中は、pH試験紙によるアルカ

リ反応確認が必要になるので、誤警報

確認までに２時間３０分必要 

・ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリングポ

ンプ停止あり 

系統別、監視装置別に監視対象部位、検出能力、多重性、代替

監視装置、運転員と保守担当課の対応内容と所要時間(目安)、
誤警報と判断できない装置を明確にした。 
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運転員による誤警報の確認 漏えいに係るＬＣＯ逸脱判断 ＬＣＯ逸脱宣言後の対応措置 

設置区画 
ナトリウム漏えい監

視装置の種類＊1 監視対象部位 設置個数 
監視対象 

漏えい量＊2 

多重性

の有無 

代替装置の 

有 無 

（代替装置名） 
所要時間 確認方法 

漏えいを 

確認した場合 

誤警報と

判断でき

ない場合

保守担当課による誤警報確

認に要する時間と確認方法 

誤警報と判断できない場合

のプラント運用・対応措置 

備   考 

④差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） （1） 
機器・配管 １７ 

微少漏えい

以上 
無 

有 
（ＳＩＤ） 

４０分＊ ○ － － － 

＊低温停止中は、pH試験紙によるアルカ

リ反応確認が必要になるので、誤警報

確認までに２時間３０分必要 

・ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリングポ

ンプ停止あり 

⑤ナトリウムイオン 

 化式検出器 

 （ＳＩＤ） 

 （セルＳＩＤ） （1） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
５ 小漏えい以上 無 

有 
（セルＤＰＤ） 

４０分＊ ○ － － － 

＊低温停止中は、pH試験紙によるアルカ

リ反応確認が必要になるので、誤警報

確認までに２時間３０分必要 

・ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリングポ

ンプ停止あり 

⑥差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） 

 （セルＤＰＤ） （1） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
５ 小漏えい以上 無 

有 
（セルＳＩＤ） 

４０分＊

ＤＰＤフィルタ分析 

○ － － － 

＊低温停止中は、pH試験紙によるアルカ

リ反応確認が必要になるので、誤警報

確認までに２時間３０分必要 

・ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリングポ

ンプ停止あり 

⑦放射線イオン化 

 式検出器（ＲＩＤ） 
 （1） 

２次系配管 ６ 
微少漏えい

以上 
無 無 

１時間 

４０分 
ＲＩＤフィルタ分析 ○ － － －  

１次主冷却系 

区  画 
（Ａ、Ｂ、Ｃループ） 

 
［窒素雰囲気室］ 

⑧床下雰囲気 

 温度計 （6） 
機器・配管 ３ ×６ 中漏えい以上 有 

有 
（ＳＩＤ、ＤＰＤ 

セルＳＩＤ、ＤＰＤ） 
２０分 ○ － － － 

保安規定第３３条別表３３－３ 

1次オーバフロータンク室、１次ダンプタン

ク（Ａ）（Ｂ）室、１次オーバフロー系電磁ポ

ンプ室、１次純化系ドレンタンク室、配管

室温度 

①エリアモニタ （7） 機器・配管 ３ 大漏えい 有 
有 

（ＳＩＤ、ＤＰＤ 

セルＳＩＤ/ＤＰＤ） 
２０分 ○ － － － 保安規定第３３条別表３３－３ 

原子炉格納容器内エリアモニタ 格納容器運転床 

 
［空気雰囲気室］ ②床上雰囲気 

 圧力計 （6） 
機器・配管 ３ 大漏えい 有 

有 
（ＳＩＤ、ＤＰＤ 

セルＳＩＤ/ＤＰＤ） 
２０分 

ＳＩＤ、ＤＰＤ、セルＳＩＤ/ＤＰ

Ｄの警報発報有無の確認 

○ － － － 保安規定第３３条別表３３－３ 

原子炉格納容器床上雰囲気圧力 

機器 

（Naサンプ 

リング装置） 

４ 小漏えい以上 無 無 ３０分 ○ ○ 
５時間（現場ＣＬＤ端子の外

観、導通、絶縁抵抗測定） 

通常停止、系統ドレン、空気

置換後、検出器を取り外し確

認 

 

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 
機器 

（Naサンプリング

装置内サンプリ

ング管接続部） 

２ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

現場盤での抵抗値確認、 

現場確認 
ＬＣＯ対象外 

（Ｎａサンプリング装

置内） 

－ － －  

1次系Naサンプ 

リング装置 

 
［空気雰囲気室］ 

②火災感知設備 
 （5） 

機器 

（Naサンプ 

リング装置） 

１ 小漏えい以上 無 無 ３０分 
現場確認（検出部の目視確

認） 
○ － － －  

Ａ／Ｂ建物 

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

弁 

（ベローズ部、

配管にＮａなし） 

２ 小漏えい以上 無 無 ２０分 

現場盤での抵抗値確認 

【配管内及びベローズ部に

Ｎａがないため、誤警報と

判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 建設時のナトリウム受け入れライン用

弁のため、配管内にナトリウムなし 

＊１ （ ）内は保安規定における監視装置の種類を示す。 

＊２ ナトリウム漏えい規模は、大漏えい：50×103ｋｇ/ｈ以上、中漏えい：1×103～50×103ｋｇ/ｈ、小漏えい：1～1×103ｋｇ/ｈ、微少漏えい：0.1～1ｋｇ/ｈ 
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２．２次冷却系、２次メンテナンス冷却系 

運転員による誤警報の確認 漏えいに係るＬＣＯ逸脱判断 ＬＣＯ逸脱宣言後の対応措置 

設置区画 
ナトリウム漏えい監

視装置の種類＊1 監視対象部位 設置個数 
監視対象 

漏えい量＊2 

多重性

の有無 

代替装置の 

有 無 

（代替装置名） 
所要時間 確認方法 

漏えいを 

確認した場合 

誤警報と

判断でき

ない場合

保守担当課による誤警報確

認に要する時間と確認方法 

誤警報と判断できない場合

のプラント運用・対応措置 

備   考 

弁（ベローズ部 

Ｎａなし） 
２４ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

ITV及び現場確認 

【通常運転中はベローズ

部にＮａがないため、誤

警報と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 

Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ

部にＮａが保持されるので、弁（ベローズ

部Ｎａあり）と同じ対応が必要 

弁（ベローズ部 

Ｎａあり） 
１０８ 小漏えい以上 無 無 ３０分 ITV及び現場確認 ○ ○  

機器 ３９ 小漏えい以上 無 無 ３０分 ITV及び現場確認 ○ ○ 

１０時間（現場中継端子盤で

の線間抵抗測定、現場ＣＬＤ

端子の外観、導通、絶縁抵

抗測定） 

通常停止、系統ドレン後、

検出器を取り外し確認 

 

機器 

（開放型＊３） 
２１ 小漏えい以上 無 無 ３０分 ○ － － － 

コールドトラップの一部、水漏えい検

出設備ユニット 

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

機器（Ｎａサンプリ

ング装置サンプリ

ング管接続部） 

１ 
×３ループ 

小漏えい以上 無 無 ３０分 

ITV及び現場確認（検出端

の目視確認） ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － －  

②放射線イオン化 

 式検出器（ＲＩＤ） 
  （1） 

機器・配管 ２６ 
微少漏えい

以上 
無 無 

１時間 

３０分 
ＲＩＤフィルタ分析 ○ － － －  

③空気雰囲気セル 

 モニタ 

 （煙感知型） （3） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
３０４ 小漏えい以上 有 

有 
（火災感知器、 セ

ルモニタ熱感知型） 
３０分 ○ － － －  

④空気雰囲気セル 

 モニタ 

 （熱感知型） （3） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
２０８ 小漏えい以上 有 

有 
（火災感知器、セル

モニタ煙感知型） 
３０分 

ITV及び現場確認（検出部

の目視確認） 

○ － － －  

⑤補助冷却設備 

 Ａ/Ｃ漏えい確認 

 用温度計 （4） 

機器・配管 
６ 

×３ループ 
小漏えい以上 有 

有 
（ＲＩＤ、火災感知

器、空気雰囲気セ

ルモニタ） 

１時間 

１０分 

ITV及び現場確認（検出部

の目視確認） 

３ｃｈのうち他のｃｈ動作有無

の確認 

○ － － － 空気冷却器用送風機ケーシング下部及

び補助冷却設備配管 

２次主冷却系 

区  画 

タンク室区画 

Ａ/Ｃ室区画 
（Ａ～Ｃループ） 

 
［空気雰囲気室］ 

④火災感知設備 
 （5） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
１６０ 小漏えい以上 無 

有 
（空気雰囲気 

セルモニタ） 
３０分 

ITV及び現場確認（検出部

の目視確認） 
○ － － －  

弁（ベローズ部） ４ 小漏えい以上 無 無 ５０分 ○ ○  

機器 ４ 小漏えい以上 無 無 ５０分 ○ ○  

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

配管 １３ 小漏えい以上 無 無 ５０分 

現場盤での抵抗値確認、

ITV及び現場確認 

○ ○ 

１０時間（現場中継端子盤で

の線間抵抗測定、現場ＣＬＤ

端子の外観、導通、絶縁抵

抗測定） 

通常停止、系統ドレン後、

検出器を取り外し確認 

 

②放射線イオン化 

 式検出器（ＲＩＤ） 
 （Ａ/Ｃ本体用）（1） 

機器 １ 
微少漏えい

以上 
無 無 ２時間 ＲＩＤフィルタ分析 ○ － － － 2次主冷却系区画の放射線イオン化 

式検出器（ＲＩＤ）に含まれる。 

③空気雰囲気セル 

 モニタ 

 （煙感知型） （3） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
１６ 小漏えい以上 有 

有 
（火災感知器） 

３０分 ○ － － －  

２次メンテナンス 

冷却系区画 

 
［空気雰囲気室］ 

④火災感知設備 
 （5） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
９ 小漏えい以上 無 

有 
（空気雰囲気 

セルモニタ） 
３０分 

ITV及び現場確認（検出部

の目視確認） 

○ － － －  

＊１ （ ）内は保安規定における監視装置の種類を示す。 

＊２ ナトリウム漏えい規模は、小漏えい：1～1×103ｋｇ/ｈ、微少漏えい：0.1～1ｋｇ/ｈ 

＊３ 開放型とは、検出端を目視で確認できるタイプをいう。 
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３．炉外燃料貯蔵設備（ＥＶＳＴ系） 

運転員による誤警報の確認 漏えいに係るＬＣＯ逸脱判断 ＬＣＯ逸脱宣言後の対応措置 

設置区画 
ナトリウム漏えい監

視装置の種類＊1 監視対象部位 設置個数 
監視対象 

漏えい量＊2 

多重性

の有無 

代替装置の 

有 無 

（代替装置名） 
所要時間 確認方法 

漏えいを 

確認した場合 

誤警報と

判断でき

ない場合

保守担当課による誤警報確

認に要する時間と確認方法 

誤警報と判断できない場合

のプラント運用・対応措置 

備   考 

弁（ベローズ部

Ｎａなし） 
２ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

ITV及び現場確認 

【通常運転中はベローズ

部にＮａがないため、誤警

報と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 

Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ

部にＮａが保持されるので、弁（ベローズ部

Ｎａあり）と同じ対応が必要 

弁（ベローズ部

Ｎａあり） 
２５ 小漏えい以上 無 無 ３０分 ○ ○  

機器 １２ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

ITV及び現場確認 

○ ○ 

１０時間（現場中継端子盤で

の絶縁抵抗測定、現場ＣＬＤ

端子の外観、導通、絶縁抵

抗測定） 

系統ドレン後、検出器を取

り外し確認 
 

機器 

（Ｎａ未充填） 
２ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

ITV及び現場確認 

【通常運転中はＮａ未充填

ため、誤警報と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 

・2次補助系ガス抜きポット 

・Ｎａ充填・ドレン操作中は、Ｎａが保持さ

れるので、通常機器と同じ対応が必要 

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

機器 

（開放型＊３） 
１ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

ITV及び現場確認（検出端

の目視確認） 
○ － － － ２次補助系プラギング計 

②差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） （1） 
機器・配管 ６ 

微少漏えい

以上 
無 無 

２時間 

１０分 
ＤＰＤフィルタ分析 ○ － － － ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリングポ

ンプ停止あり 

③空気雰囲気 

 セルモニタ 

 （煙感知型） （3） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
１６ 小漏えい以上 有 

有 
（火災感知器） 

３０分 ○ － － －  

ＥＶＳＴ冷却系 

区  画 
（Ａ～Ｃループ） 

 
［空気雰囲気室］ 

④火災感知設備 
  （4） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
１２ 小漏えい以上 無 

有 
（空気雰囲気 

セルモニタ） 
３０分 

ITV及び現場確認（検出部

の目視確認） 

○ － － －  

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

弁（ベローズ部

Ｎａあり） 
１０ 小漏えい以上 無 無 ４０分 計装盤確認 ○ ○ 

５時間（現場中継端子盤で

の絶縁抵抗測定） 

系統ドレン後、検出器を取

り外し確認 
 ＥＶＳＴ冷却系 

共通配管室 

 
［窒素雰囲気室］ ②差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） （1） 
配管 ３ 

微少漏えい

以上 
無 無 

２時間 

１０分 
ＤＰＤフィルタ分析 ○ － － － ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリング

ポンプ停止あり 

弁（ベローズ部

Ｎａなし） 
９ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

計装盤確認 

【通常運転中はＮａ未充填

ため、誤警報と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されて

いない部位） 

－ － － 

Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ

部にＮａが保持されるので、弁（ベローズ部

Ｎａあり）と同じ対応が必要 

弁（ベローズ部

Ｎａあり） 
２１ 小漏えい以上 無 無 ３０分 ○ ○  

機器 ９ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

計装盤確認 

○ ○ 

５時間（現場中継端子盤で

の絶縁抵抗測定） 

系統ドレン後、検出器を取

り外し確認 
 

機器 

（Ｎａ未充填） 
４ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

計装盤確認 

【通常運転中はＮａ未充填

ため、誤警報と判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａが充填されてい

ない部位） 

－ － － 

・コールドトラップＢ、ガス抜きポットが対象

・ガス抜きポットは、Ｎａ充填・ドレン操作中

は、Ｎａが保持されるので、通常機器と同じ

対応が必要 

 

①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 

配管 ３ 小漏えい以上 無 無 ３０分 計装盤確認 ○ ○ 
５時間（現場中継端子盤で

の絶縁抵抗測定） 

系統ドレン後、検出器を取

り外し確認 
 

②差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） （1） 
配管 ３ 

微少漏えい

以上 
無 無 

２時間 

１０分 
ＤＰＤフィルタ分析 ○ － － － 

ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリング

ポンプ停止あり 

 

ＥＶＳＴ貯槽室 

ＥＶＳＴ１補系 

区  画 

 
［窒素雰囲気室］ 

 

③差圧式検出器 

 （ＤＰＤ） 

 (セルＤＰＤ） （1） 

機器・配管・弁 

（雰囲気） 
２ 小漏えい以上 無 無 

２時間 

１０分 
ＤＰＤフィルタ分析 ○ － － － 

ＤＰＤフィルタ取り外し時サンプリング

ポンプ停止あり 
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 表－２ ナトリウム漏えい監視装置単一警報発報時の対応整理表  

 - 32 -

運転員による誤警報の確認 漏えいに係るＬＣＯ逸脱判断 ＬＣＯ逸脱宣言後の対応措置 

設置区画 
ナトリウム漏えい監

視装置の種類＊1 監視対象部位 設置個数 
監視対象 

漏えい量＊2 

多重性

の有無 

代替装置の 

有 無 

（代替装置名） 
所要時間 確認方法 

漏えいを 

確認した場合 

誤警報と

判断でき

ない場合

保守担当課による誤警報確

認に要する時間と確認方法 

誤警報と判断できない場合

のプラント運用・対応措置 

備   考 

配管 

（フリーズ配管） 
２ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

計装盤確認 

【サンプリング時以外、Ｎａ

がフリーズ状態のため、

誤警報を判断】 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａがフリーズし

ている部位） 

－ － － 
・Ｎａサンプリング装置配管 

・サンプリング操作中はＮａが保持されるの

で、通常機器と同じ対応が必要 ①接触型ナトリウム 

 漏えい検出器 

 （ＣＬＤ） （2） 
機器 

（Naサンプリング 

装置内サンプリ

ング管接続部） 

２ 小漏えい以上 無 無 ３０分 
計装盤、現場確認（検出端

の目視確認） 

ＬＣＯ対象外 

（Ｎａサンプリング管

接続部） 

－ － －  

ＥＶＳＴ系 

Ｎａサンプリング 

装置 

 
［空気雰囲気室］ 

②火災感知設備 
  （4） 

機器・配管 

（雰囲気） 
１ 小漏えい以上 無 無 ３０分 

現場の確認（検出器の目

視確認） 
○ － － －  

＊１ （ ）内は保安規定における監視装置の種類を示す。 

＊２ ナトリウム漏えい規模は、小漏えい：1～1×103ｋｇ/ｈ、微少漏えい：0.1～1ｋｇ/ｈ 

＊３ 開放型とは、検出端を目視で確認できるタイプをいう。 
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警 報 名 称 ：１次系 Na 漏えい検出計装盤故障 ﾛｹｰｼｮﾝ：１７Ａ 
 

盤 番 号 ：Ｃ� Ｌ３２１  計器番号 �  

シーケンス番号 ：ＥＱ４２１�４２６、ＥＱ４２８  設 定 値 �  

   通 常 値 �  
 

  
警報設置目的 

1 次系 Na 漏えい検出計装盤の電源系異常を検知す
る。 

 

原 
 
 
 
因 

 
１．1次系 Na 漏えい検出計装盤 1�5(C-L311-1�5)の以下のサーキットプロテクタ OFF 
(1) EQ421CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 1：A 1 次主冷却系 SID） 
(2) EQ422CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 2：B 1 次主冷却系 SID） 
(3) EQ423CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 3：C 1 次主冷却系 SID） 
(4) EQ424CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 4：1次 Na オーバフロー系（Aループ関連）SID） 
(5) EQ425CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 5：1次 Na 純化系（Bループ関連）SID） 

 
２．1次系 Na 漏えい検出計装盤 6(C-L311-6)の以下のサーキットプロテクタ OFF 
(1) EQ426CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 6：110 系 DPD） 
(2) EQ428CP01（1 次系 Na 漏えい検出計装盤 6：120,430 系 DPD） 

 

結 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
果 

 
１．原因 1の場合は、SID 変換器電源喪失により、SID 方式による以下の系統の Na 漏えい検出不能 
(1) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 1：A 1 次主冷却系 
①A R/V 出口配管 IHX(SID) ②IHX A 出口配管 POFC(SID) ③A R/V 入口配管ポンプ(SID) 
④A 主冷却系小口径配管(SID) ⑤A 主冷却系関連室(SID) 

 
(2) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 2：B 1 次主冷却系 
①B R/V 出口配管 IHX(SID) ②IHX B 出口配管 POFC(SID) ③B R/V 入口配管ポンプ(SID) 
④B 主冷却系小口径配管(SID) ⑤B 主冷却系関連室(SID) 

 
(3) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 3：C 1 次主冷却系 
①C R/V 出口配管 IHX(SID) ②IHX C 出口配管 POFC(SID) ③C R/V 入口配管ポンプ(SID) 
④C 主冷却系小口径配管(SID) ⑤C 主冷却系関連室(SID) 

 
(4) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 4：1次 Na オーバフロー系（Aループ関連） 
①1次系 OF/T(SID) ②R/V 汲上配管 A(SID) ③R/V 汲上配管 B(SID) 
④1 次系 EMP A 回り配管(SID) 

(5) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 5：1次 Na 純化系、1次メンテ冷系（Bループ関連） 
①1次系 EMP B 回り配管(SID)  ②1 次 Na 純化系室(SID) ③1次メンテ冷系関連室(SID) 

 
２．原因 2の場合は、DPD 変換器電源喪失により、DPD 方式による以下の系統の Na 漏えい検出不能 
(1) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 6(EQ426CP01)：110 系 DPD 
(2) 1 次系 Na 漏えい検出計装盤 6(EQ428CP01)：120,430 系 DPD 

 
 

 

窓の色別 通報連絡 

赤 橙 白 �  

漏えい監視機能に関し
てより明確にした。 
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 操作・確認場所 
 

操 作 項 目 
盤(部屋番号) CRT 画面 No. 

確認・注意事項 

     
 １．1 次系 Na 漏えい検出計装盤の以下のサ

ーキットプロテクタの状態を確認し、
トリップしているサーキットプロテク
タを「OFF」とする。 

 

   

 
 
 
処 

(1) EQ421CP01 
 

1 次系 Na 漏え
い検出計装盤 1 
(C-L311-1) 
(A-512) 
 

 A 1 次主冷却系 SID 用
電源 
本 CP トリップ時は、1
次主冷却系関連室 Na
漏えい検出(SID)記録
計電源も喪失するた
め、B,C 主冷却系関連
室(SID)の指示も欠測
する。 
 

 (2) EQ422CP01 
 

1 次系 Na 漏え
い検出計装盤 2 
(C-L311-2) 
(A-512) 
 

 B 1 次主冷却系 SID 用
電源 

 (3) EQ423CP01 
 

1 次系 Na 漏え
い検出計装盤 3 
(C-L311-3) 
(A-512) 
 

 C 1 次主冷却系 SID 用
電源 

 (4) EQ424CP01 
 

1 次系 Na 漏え
い検出計装盤 4 
(C-L311-4) 
(A-512) 
 

 1次 Naオーバフロー系
（Aループ関連）SID）
用電源 

 (5) EQ425CP01 
 

1 次系 Na 漏え
い検出計装盤 5 
(C-L311-5) 
(A-512) 
 

 1 次 Na 純化系、1 次メ
ンテ冷系（B ループ関
連）SID） 

置 (6) EQ426CP01 
 

1 次系 Na 漏え
い検出計装盤 6 
(C-L311-6) 
(A-512) 
 

 110 系 DPD 

 
 
 
 
 

(7) EQ428CP01 
 

〃  120,430 系 DPD 
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 操作・確認場所 
 

操 作 項 目 
盤(部屋番号) CRT 画面 No. 

確認・注意事項 

     
 ２．「1 次系 Na 漏えい検出計装盤故障」警

報が発報した旨を連絡責任者及び発電
課長に連絡する。 

 

   

  
 原因１の場合  

 

   

 
処 

３．1次系Na漏えい検出計装盤1�5が故障
した場合は、故障した SID による Na漏
えい監視ができないため、健全な
SID、DPD、及びNa液位等により、Na漏
えい監視を継続する。 

 

   

  
 原因２の場合  

 

   

 ４．1 次系 Na 漏えい検出計装盤 6 が故障し
た場合は、故障した DPD による Na漏え
い監視ができなくなるため、SID 及び
Na液位等により、Na漏えい監視を継続
する。 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

故障時の代替監視につい
て明確にした。 
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高速増殖炉研究開発センター 

識別番号 ＭＱ７１１－２７ 

 １

 

（目 的） 

第 1 条 本要領は、「運転管理要領」に基づきナトリウムの漏えい監視装置に関する運用管理

について定める。 

 

（適用範囲） 

第 2 条 本要領は、ナトリウム漏えいを監視しているナトリウムの漏えい監視装置（以下、｢監視

装置｣という。）について適用する。 

 

（定義） 

第 3 条 

（1）｢監視装置｣とは、高速増殖炉研究開発センター原子炉施設保安規定（以下、｢保安規定｣

という。）別表 34-2-1、別表 34-2-2 及び別表 34-2-3 に定めるナトリウムの漏えい監視装

置で、具体的には表 3-1、表 3-2-1、表 3-2-2、表 3-3-1、表 3-3-2、表 3-4-1 及び表 3-

4-2 に示す装置をいう。 

（2）「ナトリウムが充填されていない」とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。 

①監視対象部位のナトリウムがドレンされている場合。なお、弁については、系統がナト

リウム充填状態であっても、弁内部のベローズ側のナトリウムがドレンされている場合

をいう。（ただし、下流側に止め弁がある弁については除く。） 

②監視対象部位のナトリウムがフリーズ状態である場合。 

 

（ナトリウムの漏えい監視） 

第 4 条 当直長は、保安規定第 34 条第 2 項に基づく確認を次の各号に掲げる方法により連

続して行う。ただし、ナトリウムが充填されていない部位は除く。 

(1) １次系（１次冷却系設備・１次メンテナンス冷却系設備） 

① ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器{ナトリウムイオン化式検出器（以下、｢SID｣

という。）及び差圧式検出器（以下、｢DPD｣という。）}によるナトリウム漏えいの監視 

② 接触型ナトリウム漏えい検出器（以下、｢CLD｣という。）によるナトリウム漏えいの監視 

③ ナトリウム漏えい検出用液面計（誘導型固定点式）及びガードベッセル内液面計によ

るナトリウム漏えいの監視 

④ 原子炉容器液面計及び１次ナトリウムオーバフロータンク液面計によるナトリウム液位

の監視 

⑤ 火災感知設備（煙感知器）による監視{サンプリング装置（R-306 室）が該当} 

⑥ 原子炉格納容器床上雰囲気圧力計及び原子炉格納容器床下雰囲気温度計による

雰囲気圧力及び温度監視 

⑦ 原子炉格納容器内エリアモニタによる放射線線量率の監視 

(2) ２次系（原子炉格納容器内）（２次冷却系設備・２次メンテナンス冷却系設備） 

① ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器｛SID、DPD 及び放射線イオン化式検出器

（以下｢RID｣という。）｝によるナトリウム漏えいの監視 

② CLD によるナトリウム漏えいの監視 

(3) ２次系（原子炉格納容器外）（２次冷却系設備・２次メンテナンス冷却系設備） 

① RID によるナトリウム漏えいの監視 

② CLD によるナトリウム漏えいの監視 

保安規定第 34 条のナトリウム漏えい監視装置に

ついて、検出器名称等を明確にした。 
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③ 空気雰囲気セルモニタ（煙感知型及び熱感知型）によるナトリウム漏えいの監視 

④ 補助冷却設備空気冷却器室ナトリウム漏えい検出器用温度計（空気冷却器室配管

漏えい検出用温度計及び空気冷却器用送風機ケーシング下部温度計）による雰囲

気温度の監視 

⑤ 火災感知設備（煙感知器）による監視 

(4) 炉外燃料貯蔵設備 

① DPD によるナトリウム漏えいの監視 

② CLD によるナトリウム漏えいの監視 

③ 空気雰囲気セルモニタ（煙感知型）によるナトリウム漏えいの監視 

④ 火災感知設備（煙感知器）による監視（空気雰囲気室のみ） 

 

（監視装置の運用） 

第 5 条 保守担当課長及び当直長は、次の各号の実施により監視装置が動作可能*1、*2 で

あることを確認する。 

（1）保守担当課長が｢保守管理要領｣第 14 条に定める点検計画に基づき実施する点検に

て監視装置の健全性を確認していること。 

（2）保守担当課長及び当直長が実施する日常の巡視・点検で異常が無いこと（目視で異常

が無い、指示が通常値、装置の故障を示す警報が発報していない等の確認できるパラ

メータに異常が無いこと。）。 

ただし、監視対象部位にナトリウムが充填されていない監視装置又は監視対象部位が同

一で、かつ、同程度以上の漏えいを検知できる監視（以下、「代替監視」という。）装置が存在

する場合はいずれか 1 種類の監視装置についてはこの限りではない。 

2 前項でいう代替監視装置とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。なお、監視装

置における代替監視の整理表を表 5-1、表 5-2 及び表 5-3 に示す。 

（1）機器付きの SID が動作可能でない状態（以下、｢動作不能｣という。）の場合は、同一対象

部位のガスをサンプリングする機器付きの DPD で代替監視が可能。また、セル室の SID

の動作不能の場合は、同一対象部位のガスをサンプリングするセル室の DPD で代替監

視が可能。 

（2）機器付きの DPD の動作不能の場合は、同一対象部位のガスをサンプリングする機器付

きの SID で代替監視が可能。また、セル室の DPD の動作不能の場合は、同一対象部位

のガスをサンプリングするセル室の SID で代替監視が可能。 

（3）誘導型固定点式液面計の故障の場合は、原子炉容器室に設置している SID 及び DPD

で代替監視が可能。ただし、SID 及び DPD が動作不能の場合は、誘導型固定点式液面

計による代替監視は不可。 

（4）２次冷却系において、空気雰囲気セルモニタ（煙感知型）、空気雰囲気セルモニタ（熱感

知型）及び火災感知設備のうち、１種類の監視装置が動作不能の場合は、残りの２種類の

監視装置で代替監視が可能。 

（5）２次メンテナンス冷却系、炉外燃料貯蔵設備（空気雰囲気室）において、空気雰囲気セル

モニタ（煙感知型）、火災感知設備のうち、１種類の監視装置が動作不能の場合は、残り

の１種類の監視装置で代替監視が可能。 

漏えい監視装置の動作可能であることの

確認方法、及び代替監視装置を明確に

した。 
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3 保安規定別表 33-2 原子炉保護系計装、保安規定別表 33-3 工学的安全施設作動計装

及び保安規定別表 33-4 事故時監視計装の機能に属する監視装置（表 3-2-2 参照）につ

いては、保安規定第 33 条に基づき運用管理する。 

 
*1：｢動作可能｣とは、当該設備の有する所要の安全機能が発揮できる状態をいう。なお、装置が起

動している状態において、電気・信号ノイズ等により一時的に装置が止まった場合又は機器切替え

操作等の機器操作にて一時的に装置が止まった場合、速やかに起動操作して装置が起動する状

態（予備機が存在する装置について、予備機を起動することで装置の機能が達成できる場合には、

予備機を起動した状態を含む。）は動作可能とみなす。 

*2：所定の数の漏えい信号を出力することで漏えいと判断する監視装置が、漏えい信号を出力すべ

きでない状態にもかかわらず、誤って漏えい信号を出力している状態も動作可能とみなす。 

 

（監視機能の停止を伴う点検・保修） 

第 6 条 保守担当課長は、監視装置における点検・保修において、以下の各号のいずれかに

該当する場合、当該監視装置を停止することができる（監視機能の停止を伴う点検・保修の運

用については図 6 を参照。）。なお、第 7 条に基づく点検・保修を行う場合はこの限りではない。 

(1) 監視対象部位にナトリウムが充填されていない場合。 

(2) 代替監視装置が存在する場合（1 種類の監視装置のみ停止可能）。 

(3) 接触型ナトリウム漏えい検出器（以下、｢CLD｣という。）の絶縁抵抗測定を行うため、1 時

間の範囲内で当該 CLD を動作不能にする場合。 

(4) 原子炉の状態が｢低温停止｣及び｢燃料交換｣において、ガスサンプリング型ナトリウム漏え

い検出器のフィルタの清掃又は取替えを行うため、3.5 時間の範囲内で当該ガスサンプリ

ング型ナトリウム漏えい検出器を動作不能にする場合。 

2 当直長は、前項に定める点検・保修期間中、停止する監視装置以外の動作可能な監視装置

によりナトリウム漏えいがないことを確認する。 

3 保守担当課長は、｢保守管理要領｣に基づき第 1 項の点検･保修を実施する。なお、第 1 項

第 3 号又は第 4 号の点検･保修を行う場合、｢保守管理要領｣第 18 条に基づき手続きを行う。 

4 保守担当課長は、第 1 項第 3 号又は第 4 号の点検・保修に伴い監視装置を動作不能状態

へ移行及び動作可能状態へ復旧した場合、当該監視装置の移行時刻及び復旧時刻を速や

かに当直長へ連絡する。 

5 保守担当課長又は当直長は、第 1 項又は第 2 項を満足できない場合、運転上の制限（以下、

｢LCO｣という。）を満足しないと判断する。   

 

（予防保全を目的とした計画的な点検・保修に伴う監視機能の停止） 

第 7 条 保守担当課長は、原子炉の状態が｢低温停止｣及び｢燃料交換｣において、予防保全

を目的とした計画的な点検･保修に伴い保安規定第 34 条の LCO を満足しなくなる場合に

保安規定第 62 条第 4 項に準拠することで、監視装置を動作不能にすることができる。 

2 当直長は、前項の点検・保修に伴い監視装置が動作不能になる前に、ナトリウム漏えいがな

いことを確認する。また、監視装置が動作不能状態の期間中、他の動作可能な監視装置に

よりナトリウム漏えいがないことを確認する。 

3 保守担当課長は、点検・保修に伴い監視装置が動作不能状態となる場合、LCO 外に移行

した時点から 24 時間以内に監視装置を動作可能に復旧する。 

4 保守担当課長は、第 1 項の点検・保修を｢保守管理要領｣第 18 条に基づき手続きを行う。 

漏えい監視装置の点検・保修時の管理

方法を明確にした。 

漏えい監視装置の予防保全に伴う点検

保修時の管理方法を明確にした。 
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5 保守担当課長は、第 1 項の点検・保修に伴い監視装置を動作不能状態へ移行及び動作可

能状態へ復旧する場合、当該監視装置の移行時刻及び復旧時刻を速やかに当直長へ連

絡する。 

 

（原子炉格納容器漏えい率試験に伴う監視機能の停止） 

第 8 条 原子炉格納容器漏えい率試験（A 種検査）に伴い保安規定第 34 条の運転上の制限を

満足しなくなる場合、次の各号を遵守する。なお、原子炉格納容器漏えい率試験（A 種検査）

については、｢長期停止プラントの設備健全性確認管理要領｣又は｢建設段階における重要な

機能等の確認管理要領｣に基づき実施する。 

（1）機械保修課長は、原子炉格納容器漏えい率試験（A 種検査）前に、ナトリウムの漏えい監

視に関する必要な安全措置を｢長期停止プラントの設備健全性確認管理要領｣又は｢建設

段階における重要な機能等の確認管理要領｣に基づく確認要領書にて明確にし、原子炉

主任技術者の確認及び所長の承認を得る。   

（2）各課長及び当直長は、前号で定める必要な安全措置を遵守する。 

（3）当直長は、原子炉格納容器漏えい率試験（A 種検査）の実施期間中、停止した監視装置

を除いた保安規定別表 34-2-1 に揚げる他の監視装置によりナトリウム漏えいがないことを

確認する。 

 

（LCO 逸脱及び LCO 逸脱からの復帰） 

第 9 条 保守担当課長又は当直長は、次の各号のいずれかに該当する場合、LCO を満足しな

い場合（以下、｢LCO 逸脱｣という。）及び LCO 逸脱からの復帰を判断する（監視装置の動作

不能時の運用については図 9 を参照。）。 

(1) LCO 逸脱の判断基準 

① 第 5 条第 1 項を満足できない場合。 

② 第 6 条第 5 項に該当する場合。 

③ 代替監視装置の無い監視装置が漏えいを示す警報発報時にナトリウム漏えいがないこ

とを確認した時点で、当該警報発報がリセットできない場合。 

  (2) LCO 逸脱からの復帰の判断基準 

   ①LCO 逸脱宣言によりナトリウムドレン操作を実施して監視装置の測定範囲内のナトリウム

が充填されていない状態になった場合。 

   ②LCO 逸脱宣言後に点検・保修により監視装置を復旧して動作可能であると確認された場

合。 

 

 

附 則 

本要領は、平成 21 年 7 月 24 日変更認可申請の保安規定が施行された日より施行する。 

   附 則 

      本要領は、平成 22 年 1 月 25 日から施行する。 

漏えい監視装置の C/VLRT 時の管理方

法を明確にした。 

漏えい監視装置の LCO 逸脱及び復帰

の判断基準を明確にした。 
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種類 対象部屋 名称 Tag-No. 名称
盤名称

（盤No.）
名称

盤名称
（盤No.）

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110A-XE003A

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110A-XE003B

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110A-XE003C

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110B-XE003A

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110B-XE003B

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110B-XE003C

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110C-XE003A

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110C-XE003B

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110C-XE003C

R-101 １次主冷却系出口配管(SSL以上) 110A-XE002 A 1次主出口配管(SSL以上)Na漏えい

R-101 １次主冷却系出口配管(SSL以上) 110B-XE002 B 1次主出口配管(SSL以上)Na漏えい

R-101 １次主冷却系出口配管(SSL以上) 110C-XE002 C 1次主出口配管(SSL以上)Na漏えい

R-101 １次主冷却系出口配管(SSL以上) 110-XE008

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110-XE010

R-101 １次主冷却系出口配管(SSL以上) 110-XE009

R-101 １次主冷却系入口配管(SSL以上) 110-XE011

R-101 原子炉容器上部（SSL～NSL） 110-XE004A R/V上部(SSL～NSL)1Na漏えい（SID）

R-101 原子炉容器上部（SSL～NSL） 110-XE004B R/V上部(SSL～NSL)2Na漏えい（SID）

R-101 原子炉容器上部（SSL～NSL） 110-XE004C R/V上部(SSL～NSL)3Na漏えい（SID）

R-101 １次主冷却系出口配管(G/P内) 110-XE006
1次主出口配管(G/P内)Na漏えい
（SID）

R-101 １次主冷却系入口配管（G/P内) 110-XE012
1次主入口配管(G/P内)Na漏えい
（SID）

R-101 原子炉容器上部（SSL～NSL） 110-XE005A R/V上部(SSL～NSL)1Na漏えい（DPD）

R-101 原子炉容器上部（SSL～NSL） 110-XE005B R/V上部(SSL～NSL)2Na漏えい（DPD）

R-101 原子炉容器上部（SSL～NSL） 110-XE005C R/V上部(SSL～NSL)3Na漏えい（DPD）

R-101 １次主冷却系出口配管(G/P内) 110-XE007 1次主出口配管(G/P内)Na漏えい(DPD)

R-101 １次主冷却系入口配管（G/P内) 110-XE013
1次主入口配管(G/P内)Na漏えい
（DPD）

機器付き
SID(小口径

配管)
R-101 原子炉容器室内１次系補助配管 110-XE014 R/V室内1次系補助配管Na漏えい(SID)

機器付き
DPD(小口径

配管)
R-101 原子炉容器室内１次系補助配管 110-XE015 R/V室内1次系補助配管Na漏えい(DPD)

誘導固定点
式液面計
（G/V内）

R-101
原子炉容器ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｯｾﾙ内ﾅﾄﾘｳﾑ漏え
い

110-XE001 R-G/V内Na漏えい

R-201 1次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟA出口Na圧力計装弁 110A-XE301

R-201 1次系POFC A液位設定弁 110A-XE302

R-201 1次系OF主ライン1 120-XE301

R-201 １次系OF主ライン2 120-XE302

R-201 IHX A出口管ﾄﾞﾚﾝ弁 140-XE301A

R-201 １次主循環ﾎﾟﾝﾌﾟA入口管ﾄﾞﾚﾝ弁 140-XE302A

R-201 1次主冷却系逆止弁Aﾄﾞﾚﾝ弁 140-XE303A

R-201 1次系POFC Aﾄﾞﾚﾝ弁 140-XE304A

1次系(Ⅱ)Na漏えい
検出ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ型
制御盤2
（C-L332-2）

表3-2-1　ナトリウムの漏えい監視装置一覧表
（1次系・1次メンテナンス冷却系）

漏えい
区画

検出器 警報（中央制御室） 警報（中央以外）

R/V室内Na漏えい
原子炉中制
（C-C005）

1次系(Ⅱ)Na漏えい
検出ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ型
制御盤2
（C-L332-2）

R/V室内Na漏えい
原子炉中制
（C-C005）

R/V室内Na漏えい
原子炉中制
（C-C005）

1次主出口配管(SSL以上)Na漏えい
(DPD)

1次系(Ⅱ)Na漏えい
検出ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ型
制御盤2
（C-L332-2）

原子炉中制
（C-C005）

R/V室内Na漏えい 1次主出口配管(SSL以上)Na漏えい
(SID)

1次系(Ⅱ)Na漏えい
検出ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ型
制御盤2
（C-L332-2）

補助冷中制
（C-C003）

R/V室内Na漏えい
原子炉中制
（C-C005）

1次系(Ⅱ)Na漏えい
検出ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ型
制御盤2
（C-L332-2）

A 1次主入口配管Na漏えい

B 1次主入口配管Na漏えい

C 1次主入口配管Na漏えい

原子炉
容器室

誘導固定点
式液面計
(入口配管)

誘導固定点
式液面計
(出口配管)

機器付き
SID

(SsL以上出
入口配管)

機器付き
DPD

(SsL以上出
入口配管)

機器付き
SID

(SsL以下出
入口配管、
本体周り)

機器付き
DPD

(SsL以下出
入口配管、
本体周り)

CLD（弁、
補助系機器

等）

1次主冷
却系

Aループ
（主配
管、１
次ポン
プ、
弁、補
助系機
器）

A 1次主冷却系Na漏えい
主冷中制
（C-C004）

1次系(Ⅱ)Na漏えい
検出ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ型

制御盤2
（C-L332-2）

R/V室内Na漏えい
原子炉中制
（C-C005）

1次系Na漏えい(CLD)
1次系Na漏えい
検出設備制御盤
（C-L321）

原子炉中制
(C-C005)

1次補助Na系Na漏えい

漏えい監視装置の検出器,
名称・番号を明確にした。
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①誘導型連続式ナトリウム液面計 タンク、容器のナトリウム液面計 機器・配管 3 大漏えい 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ
セルＳＩＤ/ＤＰＤ）

保安規定第３３条別表３３－２及び別表３３－３
原子炉容器ナトリウム液面計

入口配管 ３×３ループ 小漏えい以上 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ）

出口配管 １×３ループ 小漏えい以上 無
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ）

ガードベッセル 1 小漏えい以上 無
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ）
原子炉容器ガードベッセル

ガードベッセル 3 中漏えい以上 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ）
保安規定第３３条別表３３－３
原子炉容器ガードベッセル

③ナトリウムイオン化式検出器（SID） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器・配管 8 微少漏えい以上 無 有（ＤＰＤ）

④差圧式検出器（DPD） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器・配管 8 微少漏えい以上 無 有（ＳＩＤ）

①誘導型連続式ナトリウム液面計 タンク及び容器のナトリウム液面計 機器・配管 1 中漏えい以上 無
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ
セルＳＩＤ/ＤＰＤ）

保安規定第３３条別表３３－４
１次オーバフロータンク液面計

ガードベッセル ３×２×３ループ 中漏えい以上 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ
セルＳＩＤ/ＤＰＤ）

保安規定第３３条別表３３－３
A～Cループの中間熱交換器ガードベッセル及び１次主循環ポン
プガードベッセル液位

弁
（ベローズ部Ｎa無し）

55 小漏えい以上 無 無
・Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ部にＮａが保持されるの
で、弁（ベローズ部Ｎａ有り）と同じ対応が必要。

弁
（ベローズ部Ｎａ有り）

52 小漏えい以上 無 無 ・弁には２次系、２次メ冷系分：４個含む。

機器 24 小漏えい以上 無 無

機器
（電磁ポンプ）

３×４台 小漏えい以上 有 無 １次オーバフロー系及び１次メ冷系電磁ポンプ

機器
（Ｎａ未充填機器）

5 小漏えい以上 無 無
・ガス抜きポット及びコールドトラップＢ
・ガス抜きポットについては、Ｎａ充填中は通常機器と同じ対応が必
要。

配管 31 小漏えい以上 無 無 配管には２次メ冷系分：４個含む

③ナトリウムイオン化式検出器（SID） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器・配管 17 微少漏えい以上 無
有

（ＤＰＤ）

代替装置の
有　無

（代替装置名）
設置個数保安規定における監視装置の種類

②接触型ナトリウム漏えい検出器（CLD）

ナトリウム漏えい検出用液面計

表5-1　ナトリウムの漏えい監視装置の代替監視整理表（1次系・1次メンテナンス冷却系）

②誘導型固定点式液面計

原子炉容器室区画

備　　　考
監視対象

漏えい量
＊1 多重性の有無

接触型ナトリウム漏えい検出器

設置区画 ナトリウム漏えい監視装置の種類 監視対象部位

１次系、1次メ冷区画
（A、B、Cメ冷ループ）

漏えい監視装置の代替監視の有無、装
置名を明確にした。
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代替装置の
有　無

（代替装置名）
設置個数保安規定における監視装置の種類 備　　　考

監視対象

漏えい量
＊1 多重性の有無設置区画 ナトリウム漏えい監視装置の種類 監視対象部位

④差圧式検出器（DPD） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器・配管 17 微少漏えい以上 無
有

（ＳＩＤ）

⑤ナトリウムイオン化式検出器（セルSID） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器
機器・配管・弁
（雰囲気）

5 小漏えい以上 無
有

（セルＤＰＤ）

⑥差圧式検出器（セルDPD） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器
機器・配管・弁
（雰囲気）

5 小漏えい以上 無
有

（セルＳＩＤ）

⑦放射線イオン化式検出器（ＲＩＤ） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 ２次系配管 6 微少漏えい以上 無 無

⑧床下雰囲気温度計 雰囲気温度計 機器・配管 ３　×６ 中漏えい以上 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ
セルＳＩＤ、ＤＰＤ）

保安規定第３３条別表３３－３
1次オーバフロータンク室、１次ダンプタンク（Ａ）（Ｂ）室、１次オーバ
フロー系電磁ポンプ室、１次純化系ドレンタンク室及び配管室温度

①エリアモニタ 放射線線量率計 機器・配管 3 大漏えい 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ
セルＳＩＤ/ＤＰＤ）

保安規定第３３条別表３３－３
原子炉格納容器内エリアモニタ

②床上雰囲気圧力計 雰囲気圧力計 機器・配管 3 大漏えい 有
有

（ＳＩＤ、ＤＰＤ
セルＳＩＤ/ＤＰＤ）

保安規定第３３条別表３３－３
原子炉格納容器床上雰囲気圧力

機器
（Naサンプリング装置）

4 小漏えい以上 無 無

機器
（Naサンプリング装置内サン

プリング管接続部）
2 小漏えい以上 無 無

②火災感知設備 火災感知設備
機器

（Naサンプリング装置）
1 小漏えい以上 無 無

原子炉補助建物 ①接触型ナトリウム漏えい検出器（CLD） 接触型ナトリウム漏えい検出器
弁

（ベローズ部、配管にＮａ無
し）

2 小漏えい以上 無 無
建設時のナトリウム受け入れライン用弁のため、配管内にナ
トリウム無し。

1次系Naサンプリング装置

①接触型ナトリウム漏えい検出器（CLD） 接触型ナトリウム漏えい検出器

格納容器運転床

＊1　ナトリウム漏えい規模は、大漏えい：50×10
3
ｋｇ/ｈ以上、中漏えい：1×10

3
～50×10

3
ｋｇ/ｈ、小漏えい：1～1×10

3
ｋｇ/ｈ、微少漏えい：0.1～1ｋｇ/ｈ

１次系、1次メ冷区画
（A、B、Cメ冷ループ）
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弁
（ベローズ部Ｎａ無し）

24 小漏えい以上 無 無
Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ部にＮａが保持されるの
で、弁（ベローズ部Ｎａ有り）と同じ対応が必要。

弁
（ベローズ部Ｎａ有り）

108 小漏えい以上 無 無

機器 39 小漏えい以上 無 無

機器

（開放型＊2）
21 小漏えい以上 無 無 コールドトラップの一部及び水漏えい検出設備ユニット

機器
（Ｎａサンプリング装置サンプリン

グ管接続部）
１×３ループ 小漏えい以上 無 無

②放射線イオン化式検出器（ＲＩＤ） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器・配管 26 微少漏えい以上 無 無

③空気雰囲気セルモニタ（煙感知型） 空気雰囲気セルモニタ
機器・配管・弁
（雰囲気）

304 小漏えい以上 有
有

（火災感知器、　セル
モニタ熱感知型）

④空気雰囲気セルモニタ（熱感知型） 空気雰囲気セルモニタ
機器・配管・弁
（雰囲気）

208 小漏えい以上 有
有

（火災感知器、セルモ
ニタ煙感知型）

⑤補助冷却設備Ａ/Ｃ漏えい確認用温度
計

雰囲気温度計 機器・配管 ６×３ループ 小漏えい以上 有

有
（ＲＩＤ、火災感知器、
空気雰囲気セルモニ

タ）

空気冷却器用送風機ケーシング下部及び補助冷却設備配管

⑥火災感知設備 火災感知設備
機器・配管・弁
（雰囲気）

160 小漏えい以上 無
有

（空気雰囲気セルモ
ニタ）

弁（ベローズ部） 4 小漏えい以上 無 無

機器 4 小漏えい以上 無 無

配管 13 小漏えい以上 無 無

②放射線イオン化式
　検出器（ＲＩＤ）　（Ａ/Ｃ本体用）

ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器 1 微少漏えい以上 無 無 ２次主冷却系区画の放射線イオン化式検出器（ＲＩＤ）に含まれる。

③空気雰囲気セル
　モニタ（煙感知型）

空気雰囲気セルモニタ
機器・配管・弁
（雰囲気）

16 小漏えい以上 有
有

（火災感知器）

④火災感知設備 火災感知設備
機器・配管・弁
（雰囲気）

9 小漏えい以上 無
有

（空気雰囲気セルモ
ニタ）

表5-2　ナトリウムの漏えい監視装置の代替監視整理表（2次系・2次メンテナンス冷却系）

保安規定における監視装置の種類

接触型ナトリウム漏えい検出器

接触型ナトリウム漏えい検出器

２次主冷却系
区　　画

タンク室区画
Ａ/Ｃ室区画
（Ａ～Ｃループ）

［空気雰囲気室］

①接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）

２次メンテナンス
冷却系区画

［空気雰囲気室］

①接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）

＊2　開放型とは、検出端を目視で確認できるタイプをいう。

＊1　ナトリウム漏えい規模は、小漏えい：1～1×103ｋｇ/ｈ、微少漏えい：0.1～1ｋｇ/ｈ

備　　　考設置区画 ナトリウム漏えい監視装置の種類 監視対象部位 設置個数
監視対象

漏えい量＊1 多重性の有無
代替装置の

有　無
（代替装置名）
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弁（ベローズ部Ｎａ無し） 2 小漏えい以上 無 無
Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ部にＮａが保持されるの
で、弁（ベローズ部Ｎａ有り）と同じ対応が必要。

弁（ベローズ部Ｎａ有り） 25 小漏えい以上 無 無

機器 12 小漏えい以上 無 無

機器
（Ｎａ未充填）

2 小漏えい以上 無 無
・2次補助系ガス抜きポット
・Ｎａ充填・ドレン操作中は、Ｎａが保持されるので、通常機器と同じ
対応が必要。

機器

（開放型
＊2
）

1 小漏えい以上 無 無 ２次補助系プラギング計

②差圧式検出器（ＤＰＤ） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 機器・配管 6 微少漏えい以上 無 無

③空気雰囲気セルモニタ（煙感知型） 空気雰囲気セルモニタ
機器・配管・弁
（雰囲気）

16 小漏えい以上 有
有

（火災感知器）

④火災感知設備 火災感知設備
機器・配管・弁
（雰囲気）

12 小漏えい以上 無
有

（空気雰囲気セルモニ
タ）

①接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ） 接触型ナトリウム漏えい検出器 弁（ベローズ部Ｎａ有り） 10 小漏えい以上 無 無

②差圧式検出器（ＤＰＤ） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 配管 3 微少漏えい以上 無 無

弁（ベローズ部Ｎａ無し） 9 小漏えい以上 無 無
Ｎａ充填・ドレン操作中は、弁のベローズ部にＮａが保持されるの
で、弁（ベローズ部Ｎａ有り）と同じ対応が必要。

弁（ベローズ部Ｎａ有り） 21 小漏えい以上 無 無

機器 9 小漏えい以上 無 無

機器
（Ｎａ未充填）

4 小漏えい以上 無 無
・コールドトラップＢ、ガス抜きポットが対象。
・ガス抜きポットは、Ｎａ充填・ドレン操作中は、Ｎａが保持されるの
で、通常機器と同じ対応が必要。

配管 3 小漏えい以上 無 無

②差圧式検出器（ＤＰＤ） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器 配管 3 微少漏えい以上 無 無

③差圧式検出器(セルＤＰＤ） ガスサンプリング型ナトリウム漏えい検出器
機器・配管・弁
（雰囲気）

2 小漏えい以上 無 無

配管
（フリーズ配管）

2 小漏えい以上 無 無
・Ｎａサンプリング装置配管
・サンプリング操作中はＮａが保持されるので、通常機器と同じ対応
が必要。

機器
（Naサンプリング装置内サン

プリング管接続部）
2 小漏えい以上 無 無

②火災感知設備 火災感知設備
機器・配管
（雰囲気）

1 小漏えい以上 無 無

＊2　開放型とは、検出端を目視で確認できるタイプをいう。

＊1　ナトリウム漏えい規模は、小漏えい：1～1×10
3
ｋｇ/ｈ、微少漏えい：0.1～1ｋｇ/ｈ

代替装置の
有　無

（代替装置名）
設置区画 ナトリウム漏えい監視装置の種類

＊1 監視対象部位 設置個数保安規定における監視装置の種類

ＥＶＳＴ貯槽室
ＥＶＳＴ１補系

区　　画

［窒素雰囲気室］

①接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）

表5-3　ナトリウムの漏えい監視装置の代替監視整理表（EVST系）

備　　　考
監視対象

漏えい量
＊2 多重性の有無

ＥＶＳＴ系
Ｎａサンプリング

装置

［空気雰囲気室］

接触型ナトリウム漏えい検出器

①接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ） 接触型ナトリウム漏えい検出器

ＥＶＳＴ冷却系
共通配管室

［窒素雰囲気室］

ＥＶＳＴ冷却系
区　　画

（Ａ～Ｃループ）

［空気雰囲気室］

接触型ナトリウム漏えい検出器①接触型ナトリウム漏えい検出器（ＣＬＤ）
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年度 実施日時 想定事象 参加人数 対外通報連絡 備　　考

平成　７年度 平成　８年　３月１２日（火）　１０：３０ ～ 〔第１部〕　２次系Ａル－プ　ナトリウム極微小漏えい 約２4０名 模擬（１報 ～５報）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：３０ ～ 〔第２部〕　食堂での火災 約２4０名 なし 消防隊出動

平成　８年度 平成　８年１２月　６日（金）　１０：００ ～ 〔第１部〕　２次系Ａル－プ　ナトリウム漏えい 約２５０名 １報のみ実連絡、2報以降は模擬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：１０ ～ 〔第２部〕　第２管理棟　２階給湯室から火災発生 約２５０名 なし 消防隊出動

平成　９年度 平成　９年　８月　１日（金）　１０：００ ～ Ｍ／Ｂ　プラスチック固化設備火災 約２５０名
模擬（１報 ～５報）

県・市・STAは個別に実施 消防隊出動

平成　９年１２月１２日（金）　１０：００ ～ 補助ボイラ－　屋外燃料タンク火災 約２５０名 １報のみ実連絡、2報以降は模擬 消防隊出動

平成１０年度 平成１０年１２月１０日（木）　１３：３０ ～ ２次系Ａル－プ　　ナトリウム漏えい 約２５０名
１報２報まで実連絡

３報・４報は模擬

平成１１年　３月３０日（火）　１１：００ ～ 管理区域（Ａ－４８５）での火災 約２５０名 模擬 消防隊出動

平成１１年度 平成１１年１２月  ８日（水）　１３：３０ ～ １次アルゴンガス漏えい（Ａ－１５４ａ） 約２５０名 ３報まで実連絡

平成１１年　３月  ７日（火）　１３：３０ ～ タービン建屋１階（Ｔ－１５１室）から火災発生 約２５０名 模擬 消防隊出動

平成１２年度 平成１２年　２月　２日（金）　１０：３０ ～ 第２管理棟　ランドリーボイラー室から火災 約２５０名 消防隊出動

平成１２年　２月２２日（木）　１０：３０ ～ １次アルゴンガス漏えい（Ａ－１５４ａ） 約２５０名

平成１３年度 平成１３年１２月　６日（木）　１３：３０～ 気体廃棄物処理系からの1次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ漏えい 約５２０名 １報のみ実連絡

平成１４年　３月１８日（月）　１４：００～ 総合管理棟１階ボイラー室から火災発生 約５２０名 模擬（1報 ～ 3報） 消防隊出動

平成１４年度 平成１４年１２月　６日（金）　１３：３０～ 気体廃棄物処理系廃ｶﾞｽ貯槽廻り破損による廃ｶﾞｽ漏えい 約４４５名 １報、10条通報実連絡

平成１５年　３月　７日（金）　１３：３０～ 構内給油所から火災発生 約４４５名 模擬（第1報 ～ ） 消防隊出動

平成１５年度 平成１５年１２月　５日（金）　１３：００～ 気体廃棄物処理系廃ｶﾞｽ圧縮機廻り破損による廃ｶﾞｽ漏えい 約４３４名 １報、10条通報実連絡

平成１６年　３月２５日（木）　１３：１０～ ウエスに付着したナトリウム火災（Ａ－２３８） 約４４９名 訓練Gr（1報～3報） 消防隊出動

平成１６年度 平成１６年１２月　７日（火）　１３：００～ １次アルゴンガス漏えい（Ａ－２６６） 約４５０名 １報、10条通報実連絡

平成１７年　３月２５日（金）　１３：１０～ ウエスに付着したナトリウム火災（Ａ－２３１） 約４３０名 訓練Gr（1報～3報） 消防隊出動

平成１７年度 平成１７年１２月　８日（木）　１５：００～ 気体廃棄物処理系からの廃ガス漏えい 約４５０名 １報、10条通報実連絡

平成１８年　３月１６日（木）　１３：１０～ ナトリウム配管切断、溶接作業中のナトリウム火災（Ａ－４４２） 約４５０名 訓練Gr（1報～2報） 消防隊出動

平成１８年度 平成１８年１２月　５日（火）　１４：００～ １次アルゴンガス漏えい 約３９０名 １報、10条通報実連絡

平成１９年　３月２７日（火）　１３：１０～ 雑固体置場、配管エリアでの火災 約２５０名 訓練Gr（1報～2報） 消防隊出動

平成１９年度 平成１９年１２月　６日（木）　１４：００～ ２次系Ｃループからのナトリウム漏えい 約４３０名 １報、10条通報実連絡

平成２０年　３月１７日（金） １０：００～ 変圧器の火災 約２００名 模擬 消防隊出動

平成２０年度 平成２１年　１月２３日（金） １４：００～ ２次系Ｃループからのナトリウム漏えい 約５２０名 １報、10条通報実連絡

平成２１年　３月２３日（月） １０：００～ N2・Arガス供給エリア周辺の仮想小屋より出火 約２５０名 模擬 初期消火要員、消防隊出動

平成２１年度 平成２１年１２月１５日（火） １３：３０～
外部電源喪失、原子炉トリップ、冷却機能喪失、放
射性物質漏えい

約５００名 １報、10条、15条通報実連絡

高速増殖炉研究開発センター（旧：高速増殖炉もんじゅ建設所）　総合防災訓練　過去の実績
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